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戦後文部行政の機構と機能出

荻原克男

The Administr ation of“Mombusho"( the Ministry of Education) 

in Post-War Japan: Mechanism and Function (1) 

Yoshio Ogiwara 
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むすび一-

序章課題と視角

現代において教育の営みは，学校制度を始めとする大規模な公的組織を通じて遂行されている。

それに伴なって，これら教育総織を管理・運営する公約機関の組織化の進展もまた不可避的現象

である。教育，文化という営みが社会的共問事業であるということが，社会に広く承認されれば

されるほど，これら「共同事業Jの公的組磁化の一層の進展もまた必然事である。教育，文化の

様々な要求が，究極的に国民の大多数の社会的要求lζ，その発生基盤を有するとしても，それら

の要求が現実化されるためには，公的組織体(行政機関)を経由しなければならない問題が庄倒

的に多し、。ここに教育，文化の諸営為が「行政Jと密接な関連性を持たざ、るを得ない必然性があ

り，またそれら広汎な事象が 「行政現象Jとして立ち現われている現実的基盤が存在する 1jo

教育行政機構の組織化・発展が，現代においては不可避的であるとしても，それをし、かなる制

度原理で編成すべきか(理念，規範性)は，必らずしも一義的なわけで、なく，まして，現実の制

度が所期の通りに動くか杏か，またし、かなる機能を営むか(現実性)は，極めて多様な条件の中

でこそ決まる問題である。戦後日本の教育行政改革は，前者の問題についての大規模な検討と変

革の機会を与えるものであったが，その帰結は大づかみに言えば，教育委員会制度の創設と，そ

れに見合う文部省の性格転換(指揮監督官庁から指導助言機関へ)という形で枠づけられるもの
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であった。そして，その後の戦後教育行政の歩みは，後者の側面における検証のための数多くの

素材を提供している。と同時にそのζとはまた，前者の側面での戦後教育行政改革が生み落した

理念，制度原理の性格そのものの批判的捉え醸しを迫っていると言える。

戦後の教育行政改革において，ど乙lζ最大の改革課題があったと見るかは，現代史研究そのも

のの性格からしても，研究者によって多様でありうる。その判定は，戦後教育行政の歩みとその

性格をどう見るか，という点、と表裏の関係にあるからである。けれども，少なくとも，教育基本

法10条にも表現されているように，国民主権原理の制度化として，教育の自主性・自律性を保障

し得る制度原理，行政機構をどのような形で創り出すのか，という点にその主要な問題を見出す

ことについては，さほど異論は出されないはずである2)。その際lζ，戦後改革さ当時も，そして現

在iζ在るまでも，最大の主主服すべき対象であり続けているものは，官僚制による支配であると筆

者は考える。アメリカ教育使節関報告警が指摘した如く， I強圏に仕組まれた官僚人iζ支罰され

る教育制度J(報告書，第 l章)，乙れをどう変革するのかという課題，そして乙の課題の中核と

して，文部省改革の問題が位置づけられなければならない。

とζろで，教育lζ対する宮僚制の支配，国家統制lζ対置するものとして， I教育持政の地方自

治」際理の問題が，しばしば研究者の中で取りあげられてきた。それとの関連で，戦後改革期の

教育委員会制度成立の意義，及び文部省の性格転換の意義が唱えられてきている。そ ζで共通し

て指橋されるのは，戦前において患の事務とされた教育事務が，地方事務へと転換された乙と，

また戦前，一般行政に包摂されていた地方教育行政が，教育委員会により独自に拒われることに

なった点，そして以上に見合う形で，文部省が指揮監督宮庁から指導助言機関へと転換された，

という諸点、であり，乙れらは現在では通説的な見方と言ってよし、。例えば鈴木英一氏はそれらを

次のように概括している。

「戦後の『地方自治の本旨J(憲法92条)にもとづく地方制度改革により，教育事務が戦前

における盟家の事務から，地方公共団体への事務と転換し，教育行政における地方自治際則の

基礎が確立した。J3) 

さらに教育委員会制度樹立の意義として f文部省の集権的支配との切断を内に含むものであるJ

乙と，及び f地方公共団体の自治一般に解消jされないと乙ろの「教育行政の主体的地位の確

立jという諸点があげられている。そして，文部省については「国の関与の視界と任務jという

標題の下に次のように述べている。

f国・文部省は，教脊基本法10条の示す教育の自主性確保の一環としての，教育行政の地

方自治原則を尊重し，その教育行政活動にあたって，乙の原則を侵害してはならないのであるo

国・文部省は，その教湾予算の確保，施設設備の充実など教育条件の整備を行い，教育そのも

のにたいして非権力的な作用としての導円的指導勤雷そ行う乙とを任務とするのである。文部

省は f従来の中央集権的監督行政の色彩を一新して教育学術文化のあらゆる面について指導助

言を与え，またこれを助長育成する機関J(文部省設置法提案理由)とあるように，文字通り

サービス機関といえよう。J4) 

確かに，乙のような「教育行政の地方分権化は法制度上はかなり徹底した形をとった5)J (傍点
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引用者)と言ってよい。そして1947年の「公選制」教育委員会法と対比して，しばしばf任命制」

教委として批判の的とされてきた1956年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教持法〉

においても，教育事務が基本的に地方の事務である，という法制上の原則は f変っていない町

のであり，かっ「文部省の主要権限が今8なお指導助言権にあること7りもその限りで変化はな

いのである。
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そこで問題は，以上の法制上の原則が現在なお篠認される中で，開放iζ，、地方自治の形骸化、

とか、教育に対する国家統制、等と言われる状況が現実に支配イとしているのか，という点である。

かような法原刻・法理念と現実の法現象・行政現象との零離状態は，現代国家においては例外的

と言うより，むしろ支配的傾向にある。こうした状現に対して，戦後教育改革の理念の「意義J

を強調することも，もとより重要であろう。けれどもこうした「意義Jを磯認する作業が，先に

指摘したような，教育事務の地方事務性及びそれと見合う文部省の「指導助言J的性格，という

事態が戦後改革期に一度「確立」し実現されて，その後 f形骸化jし崩れた，という理解と結び

っくとすれば，それは歴史認識としても現実認識としても誤りだと言わなければならないo

以下やや異体的iζ，教育行政の「地方分権J化，及び文部省の「指導助言J機関への性格転換，

という従来の通説的理解について検討を加えることにしよう。

戦後の政治・行政改革において，地方行政機関が.r官治J体鱗i乙組み込まれた f地方制度J
から.r自治j的な行政機関に改革されたことは，いわば常識的な見方になっている。憲法第八
章「地方自治Jの焼定.r地方自治法J(1947年)などの法制度改革lとより，これら改革の麟度的
骨格が形づくられ，教育行政においては「教脊委員会法J(1948年)が制定された。乙の改革の

「顕期j性は種々の点から説明されるが，中央と地方の関係，とりわけ文部省改革との自主会会

頭において，室経者が注目するのは次の二点である。

第ーに，都道府県段階の地方団体の長が.r官制J(閣の機関)の一環として制度化されていた
機構が，知事公選を嘱矢としてその「官治j性が払拭された乙と8)。従来の制度は，地方行政一

般でいえば f地方官官制Jを中心として，地方長官(知事)は f天皇の官吏jとして位謹づけら

れ，国(内務大臣)の人事権の下に報し，またその指揮監督を受け，一方，教育行政は，こうし

た地方長官の下に制度的に包摂されていたのみならず，内務・文部両大臣の指俸監督下にあった

のである叫問。

第二に，とりわけ教育行政について，教育事務が国の事務であるという原理が否定され，地方

事務へと基本的に転換されたこと11)。

以上の国と地方の関係の機構図式は，教育行政においては.r教育委員会法J0948年7月15臼
〔法170号))において実定法的基礎を与えられたが，文部省そのものの改革は，乙れに 1年遅れて

「文部省設聾法J(]949年5月31日〔法146号))によって行なわれる乙とになる。その擦，教宵行

政が地方事務とされ，国の指揮監督を受けない「自治j的な行政機関を通じて行なわれる，とい

う原則の上に，それでは文部省はいかなる性格のものとして位置づけられる乙とになったので、あ

ろうか。もはや，文部省は何もする ζとがなく，地方への関与も全く認められなくなったのか，

というとそうではない。一つは，資金資材の援助を行う官庁としての役割であり(当時，知事iζ

教育行政権があった時以上に中央の財政的援助は必要となる，と言われた。)12) .もう一つが.r指
揮監督jならぬ「教育，学術，文化のあらゆる面についての指導助言jを与える任務である。筆

者が問題としたいのは，乙のこ点目に関してである。

以上のような.1949年に至る文部行政の改革過程において，中央と地方がもはや行政的上下関係



28 教育学部紀要第47号

係lζ立たない，という建前の上に，文部省の「指揮監督j権の排除(教育委員会法55条2項，文

部省設置法5条2項)とそれに代わって単なる非権力的な「指導助言J作用だけが残される。こ

れは，地方分権の進展と一見きわめて即応的である O そして，これまでの諸研究においてほとん

ど全ての論者が，以上の理解の下に文部省が「サービス・ビューローjへと性格転換した，とす

る見解をとっているのである1針。

篠かに，戦後改革期当時，文部官僚から，戦後文部行政の新生面として，中央集権の是正J指

導助言」機関への文部省の性格転換 (1サービス・ビュ…ロ-J) ，という乙とがしきりに唱えら

れた。従来なされている、転換、説は，こうした文部官僚自身による，みずからへの改革の性格

づけの域を出ないものである。そして，奇しくもその後の文部行政の事実展開を批判する意味あ

いをもこめて，これら改革当時の文部官僚による、転換、論が，研究者の問で高く評価される，

といった事態を生み出してきたと言える。しかし，戦後の文部行政改革は，本当に以上の意味で

の転換を内実あるものとして果したのであろうか。筆者は乙の点について強い疑問を持つもので

あるが，さしあたり次の諸点を指摘しておきたい。

第ーに，教育行政の「地方分権J，文部省の「指導助言j的性格は，機かlζ法規範原理の次元で

確認しうる。けれどもそれは， 1949年に宝る状勢，とりわけ占領という当時の特殊な権力構造を

前提とし，その過程を経て生まれた規範原理であった，という性格を考慮する時，従来の「サー

ビス・どユーローJへの、転換、説は，一面的(かっ楽観的)である ζとを免れないのではなか

ろうか。

戦後に制定された少なからぬ重要な改革立法は，占領軍という，日本側の統治権力を制約する

権力主体の存在を抜きに評価し得ない性格をもっ。教育委員会法，文部省設撞法といった一連の

法制度改事も，占領権力の一環である民間情報教育局 (C1 E)と，文部省との関で専らその立

案作業が行われたのである。そして乙れら立案過説における文部省の守!日性は明白である。したが

って，文部省が置かれた，対占領権力 (C1 E)との関係における被制約性という条件を考慮し

ないでは，法そのものの f改革jの意味も，十分解けないことになろう O 加えて文部省そのもの

の改革については，政府機関内部からもCIE等とは射の改革構想が提起される，とし寸事態が

示すように，内外双方からその改革が要請されていたのである。こうして，文部官僚が何らかの

自己変容に乗り出さざるを得ない乙とは，不可避の状況だったのである。そして以上のような内

外双方からの一定の制約に方向づけられながらも，自己を改革する主体として，他ならぬき当の文

部官僚が位置づいていた点に注意しなければならない1410 乙うした占領改革の政治過程のバイア

スを考慮する時， 1指導助言」法理の成立の意味は，従来の評価と異なり，より批判的な吟味が

要議されるはずである。

つまり，文部官僚にとっての自己変容とは，一方で教育行政の「民主化J，1分権化」の基本線

lζ適合した形式を呉備しつつ，他方で地方教育行政の制御手段を以前とはJ.l1Jの形態で，いかにし

て保存しうるか，という条件の幅で進められる如き性格のものであったという乙とである。ここ

う， J.lIJの形態による地方の制御手段として， 1指導助言」機が問題となってくるのである。

そして，従来から指摘されてきた，講和期前後から地教行法成立にかけて(1952-1956年〉の，

「文部省の復権15)J， 1失地回復16)J等々と呼ばれる現象は，文部省が地方l乙対する盟家関与の行政

手段として， 1指導助言」権を積極的に位置づけ，法制上の整備・強化を商ってきた過程と

るのである。乙の過程は，戦後改革期に一度確立・実現されたものが，講和期以降に崩壊してい

った過程としてではなく，むしろ占領期に臨胎していた文部省の性格が，講和期以陣，顕在化し
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ていく過程として捉えられるのである。

第二i乙，占領期当時の特殊性からばかりでなく，戦後の文部行政の歩みをふり返って見ても，

文部省の基本性格が文字通りの「サービス・ビューローJであり続けた，という見解は実態的に

到底なり立たないであろう 17)。文部省の「指導助言j権は，行政法学で言うところの「行政指導j

と呼ばれる一群の非権力行政の概念と共通性をもつが18) そこでは.r行政指導」を受ける制(こ
こでは教育委員会)が法的拘束力を受けない，つまりそれに従うか否かは受ける鶴の裁量に委ね

られている，という説明が中核となって.r地方分権j的な教脊委員会制慶と，それに見合う文
部省のはド権力J的性格が保障されているような外観が成り立つわけである。

乙れに対して筆者は，かような法的外観と現実の機構の性格が著しく恭離している，という理

解を出発点として，規範上の地方分権的姿態にかかわらず，事実上の中央集権(中)が，文部省

から教育委員会への作用としてなされる f行政指導」を媒介として支えられているのではないか，

と考えている。すでに指摘した通り.r行政指導」の概念は，非権力行政の一形態として行政法
学上位置づくが，乙れの反対概念が「指揮監督J権といった権力行政であることは言うまでも江

い。文部省の f指導助言j権も，このような法概念の区別論に立って見れば，その、転換、の;意

味は一応明らかなようであり，またそういう説明もなされてきた19)。けれども実態はそれほど単

純ではなく，こうした法概念的説明に依拠するだけでは十分な対象認識に達し得ないであろう。

文部省と教育委員会との関係で言えば，両者が非権力的関係だと言われる場合，文部省の消極性

が前提されている向きがあるけれども，もちろん非権力性と消極性は向義ではなし、O それどころ

か，主として(法規範上そう見えるような例外的にでなく).r非権力的」手段によって，積極的
な秩序形成とその維持が企留され，またそれが相当提度に効果をあげている，というのが文部行

政運営の戦後的特質をなしているのである制。

以上の見解の相違は，もちろん実態認識のあり方とも関連しているけれども，むしろ，そこで

念頭に霞かれている視角，分析枠組とより一層密接に関係していると思われる(もとより，それ

らの視角・枠組は，必らずしも自覚的かつ明示的に設定されているとは限らないけれども)。本稿

の立場は，国と地方を通じての行政機構の性格を，文部省(摺)の性格を浮きぼりにすることで

明らかにしようとするものであるが，それを既往研究の場合との異同を意識しつつまとめれば，

およそ次のようになる。

第一は，対象をどの範鴎で捉えるか，という点に関わっており，本稿では，文部省と教育委員

会というこつの「機関Jの相互関係が形づくる統一体として.r文部行政機構jが取り上げられ
る。乙の点についての既往研究の問題点は，文部省(中央)と教育委員会(地方)とが，個々別

々に論じられてきた傾向があるのではなし、かという点、にある 21)。言ってみれば，両者の f分離」

論的な把握の問題性である。乙のようになる理由を推察するに，一方では研究者の側の意識とし

て，教育の自主性確保→教育行政の民主化→文部省の抑制，ないしその権力の排除，という閉式

が，地方の教育行政を文部省から切り離して(つまり「分離Jさせて)論じるという分析枠組の

設定へと連動しているのではないか，ということが一点。また，他方で，対象の側の問題として

も，とりわけ戦後改革期に文部行政の地方分権化が法制度上かなり明確な形をとったということ

が一点。こうした二重の理由で，教育委員会制度に議論が集中し，またそれとあまり結びつかな

い所で文部省の問題がそれとして取り上げられ，あるいは，教育委員会制度の改革「原理JIζ照

応する限りでの文部省の性格が論じられる，という{頃向を生み出してきたといえよう。

しかしながら，環実の文部行政機構は，その行政執行の内実ないしは「仕事の体系22りとして
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は，高度な集中，集権的性格を有している。それはダ文部省(国)からの遠心力的作用と教育委

員会(域方)からの求心性が合成する一つの統一体と見なされてよいものである。中央一地方関

係の f分離J論的傾向は，機構実態の性格把握としては明確に克腿される必要がある。

以上の問題を克践する可能性を持つものとして，さし当って二つの手がかりが考えられるo一

つは，国と地方との行政事務密己分に関わる研究(事務配分的アプローチ)であり，もう一つが，

地方に対する国家関与の形態・領域に鵠わる研究(行政手段的アプローチ)である。もとより乙

れら二つのアプローチは椙互に鵠速し合っているのであるが，本稿ではひとまず二点目の視点か

らの対象構成を試みる。ただ本稿が，国家関与の符政手段のうち，とりわけ「行政指導Jに焦点、

を定めるについては，筆者なりの仮説が前提されているわけであるが，それは戦後文部作政の

「特殊性jという問題に関わる。この点、は後iζ述べる。

なお以上の議論と関係して，天JlI晃氏の提起は興味深いものなので紹介しておきたい。氏は中

央一地方関係を捉える場合の「二つの軸Jとして，①.<集権〉一<分権>.②.<分離>一<融

合>.を区別している。乙の提起の眼自は，提来の研究が概して①の問題軸でのみ発想してきた

のに対して，新たに②の問題軸を設定した点にあると思われる。そして.@の軸が問題とするの

は「中央政府と地方団体の行政機能の関係Jであるとして，言うところの<融合>とは.r中央
政府の機能ではあっても地方団体の思域内のことであれば地方団体がその間有の行政機能とあわ

せて分担するjという，中央一地方関係を指すとする。そ乙で，天川によれば「戦後改革jによ

る地方自治制度の再編は次のように捉えられることとなる。

「明治以鋒の<集権・融合>型が f戦後改革Jを経て<分権・融合>型に再編された，とみ

ることができる。<集権>一<分権>という意味での大きな転換はあったが.<分離>一<融

合>という意味では，戦前からの<融合>聾の基本的特性が.r戦後改革』を経ても，持続し
ているのではないか，と解釈するわけである。J23) 

とりあえず対象を戦後に限って見ても，乙の<分権・融合>型の理解は，文部行政の性格把握

にとっても有益な枠紐たりうる2針。従来の戦後教育行政についての通説的理解においても，教育

委員会法の「公選制Jや，権限の「地方事務J性(いわゆる<分権>)と，文部大臣の「指揮監

督j機の排除規定とを直結させて発懇し，そこに<分離>型の中央 地方関係を暗々裡に描いて

きた，という傾向がなかったかどうか。むしろ，シャウプ勧告が提案したような.<分権・分離>

型の事務配分はついぞ実現し得なかったのが戦後の現実であった。この乙とは，文部省と教育委

員会との関係にも正しくあてはまる。慢し私克によれば，知事を通じる他の行政領域と，教育委

員会を遜じての文部行政とでは，その<融合>関係を支える主要な行政手段に棺途が認められる

のである。つまり，前者における r<融合>型は，機関委任事務というかたちで存続した25)Jの
に対し，後者の文部行政については，非権力的な「行政指導jが媒介となって，その<融合>関

係が支えられているのである。乙れが，対象をどのような側面から捉えるかに関わる，いわば第

二の視角であるo いわゆる「国家関与J(行政手段)形態に注目しての.r文部行政機構Jの性格
づけである。

第三iζ，上記の第二の視角と関連するが，文部省の内部組織編成(局諜編成，人員編成〉の問

題を，国家関与の行政作用・機能を担う，国(文部省)の側の主体的条件として見る視角を設定

したし、。国から地方への行政作用・機能を具体的に担うのは，組織でありそれを構成する人々の
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働きである o 乙の意味で言えば，文部省の内部組織だけに限らず，中央一地方を通じる総体とし

ての「文部行政機構Jそのものが， ζのような行政作用・機能の実効化のための条件をなしてい

るのである。同様にして，本稿で文部省の内部組織編成を取り扱うに際しでは，留の行政作用・

機能の性格が，行政組織の編成語にどのように反狭されるのか，またその ζとが逆に作用・機能

のあり方をどのように規定し返していくのか，という問題に重点を置いて検討を加えることにす

る。

最後に重視したい視角は，対象を政治及び行政過程の一連の文脈の中で捉えることである。そ

うすることで，規範の定立という形で帰結される立法改革の意味内容を，法概念的世界において

ではなく，可能な限りその現実態に即して性格づける乙とが可能となる。その際lζ最大の焦点と

なるべきは，法の立案・立法過程及び法変動の過程弘異体的iζ担っている権カ主体の開題，と

りわけ法の実現・運用過程をも規制していくと乙ろの執行権力の性務の詞題である。本稿が，文

部省の性格の問題に一つの大きな焦点を定めようとするのは乙の意味である。

i主 序章

1)とのように.1社会jの必要とすると ζろから生み出された「共同事業Jが，現実の国家機関ないし公

共鴎体を経て，それらの霞接的或いは防接的機能として立ち現われる局面を，我々は f行政Jと名づけ

ているのだと言えよう。そして， ζの「行政jは「共同事業」の遂行としての性格と河時に，それぞれ

の，その待々の国家の有する性格に規定された，体制約付色性を帯びたものとしても存在していると震

わなければならない。すなわち「行政jは.1共同事業jの領域毎(教育・文化事業を始めとして，環

境整備，社会保隊，その他)の性格に規定される一一行政対象の論理!C規定される一一側聞と，他方で，

社会・経済的，政治的支配の儲から一軸ゐ融から一規定される側面との，二側街を合わせ持

つものと言える。

2)鈴木英一氏は.1教育基本法10条によって教育行政改革の基本方針が方向づけられたのであるjとして，

その基本方針を「民主主義的な教育行政のあり方と教育の自主性確保の原員IJである。jと述べている(1鈴

木 f教育行政の地方自治療則の検詩人『名古屋大学教育学部紀婆(教育科学)J22巻.1975，71ページ)。

なお ζの点についての，教育基本法の立法過程!c郎した実証として，鈴木 f教育行政(戦後日本の教育

改革3)J(1970，東大出版会)255-256ページ参照。

3)鈴木英一，前掲「教育行政の地方自治療員IJの検討J，82ページ。

4)同前。

5)三上昭彦「中央教育行政と地方自治Jr教育の地方自治(講座教育法6)J(1981，総合労働研究所)20 
ページ。

6) ，7)祢B修「教育委員会制度論J.潟柳信一・小沢辰努・平原春好綴『教育行政の課題J(1980，致事書房)

80ベージ， 82ページo

8)高木鉦作「知事公選制と中央統制J，撲内謙他編『現代行政と官僚制』下巻(1974，東大出版会)

9)神間修『明治憲法下の教育行政の研究J(1970，福村出版)第一部第三章。

10)但し，以上lζ概扱したような転換を， 1官治Jから「自治Jへの文字通りの移行として捉えうるか否か

はなお論争的である。地方制度改革一般の評価をめぐる諸説の整理を試みたものとして，村松妓夫「地

方自治論のもう一つの可能性{一一議学説の傾向分析を通してJr自治研究J55巻7号(1979年7月)が
一応参考になる。

11) ζの点についても，呉体的!C見ていくと大きな留保が必要である。例えば，本文で指摘したような転換

が，法制上の原還として確認できる一方で，教育事務が留の事務である，という綴念が文部官僚の中!c

滋存されていた点が指織されている(古野博明「戦後教育立法と教育行政の事務配分J日ι海道大学教
育学部紀婆J26号， 1976年， 126-130ページ.137-139ページ)。後に明らかにするように，地方教育

行政の改革途上での文部省の対応は， ζのような教育事務の性格(国家的性格)!ζ可能な限り適合約な
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機構形式をいかにして保持するか，という問題を基本4輸として動くのである。 にもかかわらず， ζζで

は，本文で指摘したような慈本線が，次の機構変動 やや論点を先取りして言えば，従来とは別の形

態をとる文部省による地方教育行政の制御形態一ーへのまま本動国になっている，という点を確認してお

きたい。

12)森田孝「新しい文部省の機構と性格Jr文部時報.1863号(1949年8月)13ページ。
13)相良惟一「中央教育行政J，海後宗匝・飯田晃三編『新教育のあゆみ.1(1958，小学館)48ページ。中

E幸太郎『戦後日本教育制度成立史.1(1970，岩崎学術出版)354ベ…ジ。鈴木英一『教育行政.1(1970， 

東大出版会)560ページ。王手原春好「文部省・審議会J，高柳信一他編『教育行政の課題.1(1980，効率

苦言房)104ページ。伊藤良高 f文部省と中央政府J，鈴木英一編 f現代教育行政入門.1(1984，動車言書房)

200ページ。その他。

14)いわゆる「間接統治J(辻清明)による日本官僚制の撮存原閤論を参照。

「改革Jの対象であるとともに， 1改革JのE当事者としても立ち現われたわが閣の官僚機構は，しばし

ば行政機隠について言われるような技術的・中立的存在ではなく， 1むしろ機構全体として，数十年の

永きにわたり，権力的支配に参加してきた重要な政治的存在であったJという指格は，占領下の文部行

政改議に対しでも震い;意味を持つ(辻清明「戦後の統治構造と宮僚制Jr新版日本官僚制の研究j1969， 
東大出絞会， 270-274ページ，但し ζの論文の初出は1958年である)。

15)，16)寺崎昌男・王手原春好「文部省の改編J，海後宗臣編『教育改革(戦後日本の教育改革1).1 0975， 

東大出版会)302ページ以下。鈴木英一，高官掲『教育行政.1622ページ。三上昭彦，前掲論文(校5))

22ページ。

17)文部省が権力的な「指揮監督j官庁から非権力的な「指導助言J機関iζ変化したζ とを強調する論者か

らも，との点について異論は出窓れないであろう o

例えば平原春好氏は，文部省設置法5条の規定について次のように述べている。「ζのくだりは，第二

次大戦までの日本の文部省が，教育lζ関する指簿監督機関として権力を振ったζとに対する反省を主基礎

としたものであり，実定法的11:いえば，教育碁本法第10条lと明示されている教育行政のあり方を具体化

したものである。実際の教育行政がとの原則iζ合致しているか否かという問題は一応別として，法律上

lととのような特記事項があるというととは現夜注目に値する。J(前掲，校13)の平原論文， 104ページ。

傍点引用者。)傍点を付した筒所から，法原理と「実際の教育行政jが「合致Jしていない現実への認

識がうかがえる。しかしながら，行政の実態を「一応別としてん法原理・規範原獲をそれとして確認

するにとどまる考察方法は，教育行政研究としては明篠に克服する必婆がある。

18)ζ うした見方と対照的11:，兼子仁氏は，主として教育委員会と学校・教師との関係を扱いながらである

が，次のように述べている。

「しかしとの教育的指導助言を一般の行政指導と問じ感覚でしか捉えられない人は，教育行政に最もだ

いじな感覚lζ乏しいと言わなくてはならなし、。

教育の場lζは理性と専門性にもとづく法員IJがあり，なされた指導助言が本当に教育論的にすぐれてい

れば，法的拘束力がある以上に教育について本格的な効果をあげる，という ζとを法規は予定して，指

導助言権を教育法iζ独特な権限として定めているのである。Jと。そして rr優秀なるものへの尊敬』
(respect for excellence)Jの原理を引設している。(兼子『国民の教育権J1971，岩波新番， 185ペー

ジ.186ページ)

とうした指摘は，あるべき法規範の追求として教育法学を建てる氏の論理から言って必然的であり，

筆者も法解釈論としては， ζれに異議を耳目えるものではな弘、。しかしながら史実に郎して見た場合，当

時の文部省改革IC:際して「教育論的・・・効果jといった観点が「指導助言j法理に寅かれていたという

ととはできず，当時の一般的理解は， 1指揮監督j権の反対概念としていわば消極的に (1指揮監督Jす

べからずとして)捉えられていたにとどまる。

19)鈴木英一「中央教育行政J，山本敏夫他編『教育行政概説.1(1967，御茶の7)<言書房)68ページ。同 f中央

教育行政の諸問題J，有倉遼吉編『教育と法律.1(1961，新評論)173ページo但し，鈴木氏も後の著書

において「しかし，教脊行政を含め，現代行政においては，指導助言のような非権力的行政が一般化し
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ており，権力的行政と異なるという理由だけで是認できるものではない。Jと述べている(鈴木 f現代

日本の教育法~， 1979，動車書房， 301ページ)。

20)さらに広く言言えば，とのような性絡は日本の行政運営全体の戦後的特質と言っても過言ではなかろう O

1960年代Iζ入って， r行政指導jの問題がにわかにクローズアップ。されてきた経過はその一端を物語る
ものである。参照， r行政指導の基本問題(座談会)J，渡辺伎英「行政指導をめぐる諸問題J，川崎博太
郎「行政指導の実態ー最近の三つのケースに見る一一J，伊従覚「独占禁止法と行政指導J，(以上，

fジュリスト~ No.342， 1966年3月)。チャーマーズ・ジョンソン(矢野俊比古監訳)r逮産省と日本の
奇跡~ (1982， T B Sブリタニカ)の「第H孝行政指導んとりわけ290ページ以下。

21)教育行政に関わる概説著書等における編別構成を見ても ζのζとはうかがえる。また研究書，論文におい

ても， r分離J的傾向はなお支配的である。文部行政を，中央と地方とに分けて描くととが，一応説明
に便宜である ζとは否定できないが，それが現実の機構性絡の徽出にとって有効か否かが問題である。

22)高木銃作「日本の地方自治Jr行政学講座 2 ・行政の燈史~ (1976，東大出版会)298-299ページ。

23)天)11晃「広域行政と地方分権Jr行政の転換期(ジュリスト増刊総合特集No.29)~ (1983) 120ページ以下。

24)ただ本稿では，後lとも述べるように，天)11氏が<分権・融合>型として説明している特徴を，、分権約

姿態をとる中央集権、より端的に言言えば V分権J(教育委員会制度)を媒介とする実質的な「間接国家

行政人と規定したい。

25)向上，天)11論文， 122ページ。

第 1章戦後文部行政の特質

1. 戦後文部行政の f特殊性j

以下では，序章で示した視角と仮説を，より具体的に検討してし、く。そ乙でまず最初に，戦後

の文部行政が，戦後行政全体の中でいかなる特質を有したものなのかを総括的に示しておくこと

にしたい。考察の手がかりとして，地方段階(とくに都道府県)の教育委員会と知事部局との比

較という形で一一いわゆる「教育行政jと「一般行政jという対比で 文部行政における国一

地方関係の特質，とりわけそこでの f行政指導Jが持つ特別な位置を探ってみる乙とにしよう。

まず地方行政一般について見る。戦後，地方自治法の制定によって，都道府県が「官治j的地

方制度から， i自治J的匝体へ転換されたことについては既にふれた。しかし，そこでも示唆し

ておいた通り， ζの f転換jにはし、くつかの重大な問題点がはらまれていた。

この点につき高木鉦作氏は，戦後改革により，従来の「官治的色彩jが払拭された点を認めた

上で，それが f真に民主的制度たるの実Jを備えたと言えるかどうかは i}3IJの鵠題llJであると

して， i宮治の機構を支えていた『仕事の体系』は自治の体系に変議されなかった 2)oJと結論づ

けている。そして，その左証を「公選知事の府県に機関委任と出先機関というこ元的な国政事務

処理の体制を一般化することに終った町という点に見出している。前者の f機関委任j事務制

度は，留が，本来地方公共団体の長である知事に対して， i留の機関として……主務大臣の指揮

監督J(地方自治法150条)の下に事務処理を行なわせるものであり，後者は，爵の機関そのもの

を地方に設けて国の事務を処理する「地方支分部局J(闇家行政組織法9条)の制度である。こ

れら二つの制度は，戦後の地方制度改革において知事公選化が不可避となった時点で， i府県知

事等の身分の変更に伴って，地方における国政事務の処理をいかにするかJ(昭和21年10月24日，

内務大臣から地方制度調査会への諮問事項 f第二J)という f最大の難問4)J ~ζ対しての，国の側

からの一一体制的な一一解答と言うべき性格を持って成立したものである。 ζの「ニ元的な属政

事務処理の体制Jが，戦後の地方自治の発展にとって大きな障害となってきた点は既に周知のこ

とがらである。ところが，戦後の文部行政について見ると，これら二つの制度が持つ比重は，は
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るかに小さいものである乙とが明らかとなる。

まず機関委託事務制度について見ると，文部行政においては，少なくとも戦後改革の過程では

その制度化はなされなかったのである。それどころか地方自治法には晃られない「法律に別設の

定がある場合の外，文部大臣は，……行政上及び運営上指揮監督しではならない。J(教育委員会

法55条2項)という規定すら設けられたのである。このことは，地方制震の改革途上では「例外J

として打ち出された先の二つの制度が.r地方自治法制定の段措になると逆に原則になってしま
った5)Jと評される事態とは，明確な対照をなす。さらに，戦後における制度の展開過程を辿っ

て見ると，機関委任事務制度は，知事を始めとする「一般行政J機関について正倒的な重みを持

ったのであり，それは教育委員会との比ではない。表 11ζ見るように，知事・市町村長の機関

委任事務件数は膨大な数にのぼり a またその増加率も顕著である(特に知事)。 ζの点を地方の

倒から見てみると，地方が処理する全事務のうち菌からの機関委任事務が占める割合は，知事で

は70-80%.市町村長でも55-60%にのぼると言われている九

袋一1 機関委任事務件数の推移7)
(自治省調べ)

1952年 1960年 1970年 1974年 増加率 0974年/1952年)%

都
知 事 128 210 295 326 2.55 

教育委員会 14 25 25 24 1. 71 
道 選挙管浬委員会 4 4 4 4 

府 公安委員会 7 6 7 8 

地方労働委員会 2 2 2 2 
県
農業委員会 5 

子行 長 74 93 128 139 1. 87 

教育委員会 6 8 10 10 1. 67 

子行 選挙管環委員会 6 6 6 6 

公安委員会 6 

農業委員会 4 2 2 2 

町 村 長 53 63 81 81 1. 53 
町 教育委員会 6 8 10 10 1. 67 

選挙管理委員会 6 6 6 6 

村 公安委員会 6 

農業委員会 4 2 2 2 

次にもう一つの f地方支分部局j仏、わゆる出先機関)の制度についてはどうか。地方自治法

の制定が日穫に上っていた当時.r中央省庁が地方lζ自らの出先官庁を設寵するという現象が著
しくなった町ことが指摘されていた。その背景をなす事情もまた「官選知事から公選知事への

切り換えに備え9)Jての各省庁の対応策であったという点にある。 ζの場合の「各省庁Jとはさ

し当ってまず，内務省を除く他の偲別官庁を指す。内務省は出先機関の設震についてはむしろ抑

制しようとする方針であったのに対し，それ以外の偲別省庁が制度の確定以前に出先機関を増設

しその既成事実化を摺ったのである 10)。一方，先の機関委任事務制度は.r地方特別官俺(国の
地方出先機関の乙と一一筆者)は乙れを極力時県に統合すべし 11)Jという.内務省による「地方

行政の一体'性12)Jの主調の中に位置づくものであった。乙の点、で，同じく国政事務の統一的処理

という観点、から発しているこれら二つの制度も，その処理機構の相違lζ対応して，内務省と他の

中央各省のそれぞれの思惑が背後に働いていたのである。乙のような背景をもっ国の地方出先機
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関は全体として膨大なものであり，地方自治法施行当時の設置総数として見れば，それは30.058

にのぼる向。その後，中央省庁の全体的再編が1949年になされるが，乙の間においてさらに出先

機関の膨張が進んだ乙とが，表 2!ζ明瞭に示されている。また人員規模で見ても，留の省庁の

人員総数に対する地方支分部局が占める比重はきわめて高い 14)。

表-2 地方支分量j)局の数の変遷

1949年6月 1950年8月 1951年8月 1952年9月 1953年6月 1954年11月 1955年9月

広域の管区 373， 331 299 291 293 292 

都道府県単佼 567 367 472 457 506 456 456 

そ の 他 40. 705 40.266 41. 793 40.074 38.889 25.239 24，474 

メ口当、 言十 41. 645 40.973 42，634 40.803 39，686 25，988 25.222 

(行政管理庁管潔部『行政管理年報J第5著書(1956年)190ページによる)

文部省の地方出先機関についてみると，やはり，地方制度改革に先んじての設置がなされてい

る。 1946年10月l日 f臨時教育施設部支所続定jにより，全国八ケ所iζ出先機関が設置された問。

その分掌事務は，戦災学校等の教育施設復興，偽施設(軍施設等)の教育施設への転用，営繕用

資材の斡旋・割合て，営繕工事(誼轄学校).及び地方の学校営繕事務との連絡，それへの指導

等，総じて教育施設の護輿・整備に関する事務である。これら施設関係事務は，臨時物資需給調

整法に基づく，資材割当事務を主務宮庁が自ら行うという原則とも棺まって，文部行政における

比重の増大化を促すことになる。それは，綴織面では. 1947年6月12日の「教育施設局」の新設

となって現われる。この局の新設は，それまで大毘官房に分隠していた臨時教育施設部と，会計

課資材班とを統合して局に格上げするものであり，出先機関は，従来の支所が.r教育施設局出
強所Jとして設寵された。出張所では，管程内の小・中学校の物資・資材等の割合記給事務を行
うζととされた(但し，それについての企画は本省の胞設局で行う 16))。文部省の出先機関が，文

部行政全体i乙出める比重委職員数について克たのが表 3であるo

表-3 文部省の地方出先機関織員数

年 度 19現47.4在30 1948 19現49.4.在30 1949(*1) 01 

大 阪 出 張所 11 大阪出張所 8 7 

臨時教育施設部支所 教育焔設局出張所 303 213 教育施設部出張所 151 
メ口h、 言十 [A] ぷI:l弘、 百十 311 220 メ仁入ヨ 計 115 

(本省)臨時教育絡設部 144 (本省)教育施設局 193 217 (本省)教育施設部 115 

本省職員合計[B] 1. 410 1. 856 1. 810 1. 463 

[A] / [日] 実6 16.8% 12.1% 11. 5% 

(*l 1949年10月1Bは，定員数 cr文部省職員定数鏡程J昭和24年9月20日[文部省令33号])であり，その
他lま実員数である(各年度『文部省年報』による)。

表i乙見られる通り，地方出先機鰐の人員規模が全体に占める割合は無視しえないものであり，

とりわけ1947年から1948年以降にかけての増加17)は大規模なものである。乙の時期は，当時の最

大の課題であった六・三制の実施期にあたっており，その際，まずもって学校焔設の復i日，整備が

喫緊の課題としてあったζと，そしてそれに見合う行政機構設定の必要性が存したことは認めな

ければならない。当時の世論は，非常な熱意で新学制実施を支持したのであった。その意味で，

先の教育施設局の新設が「大いに歓迎18りされたであろうことも想像にかたくなし、。けれども，
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こうした全き正当性をもっ課題 cr事務J)の登場が，国の地方出先機関の膨張をもたらした問題
を指摘しないわけにはし、かない。しかも，当時期は教育行政の地方分権化が一方で大きな課題と

なっている時期でもあったのである。当時の論者も指摘していたように，文部行政においても「中

央官庁の出先機関と地方分権の調整は，今後lζ残された大きな問題19りであった。

しかし，文部省についてみる限り，この「大きな陣題」は，その後「地方分権」の方向で解決

される ζとになる。つまり. 1950年3月27臼「文部省設置法」の改正(法律16号)によりJ地方
支分部局jは，同年4月l日をもって廃止される ζととなったのである。これは，政府(実質的

には行政管理庁)の「資材割合事務の地方移譲20)Jの方針による行政繋潔であった。 1950年4月

という時期に，文部省の地方出先機関が消滅するに至ったことは，閣の行政機構全体として見れ

ば，乙の時期以降むしろ増加に向かう状況(表 2.参照)とは，乙乙でもまた一つの対照をな
す21)。

以上，行政学者の中から提出されている戦後地方制度改革の「限界人それがはらんでいた問

題の局面を取り出し，それとの対比で文部行政の f特殊性jを指摘してきた。その点を今一度整

理しておけば，第一に，機関委任事務制度については，少なくとも占領期 C1952年まで)におい

てそれが法令上制度化されることがなかったこと。また実態的にも乙の制度の展開は知事等の

「一般行政Jにおいて圧倒的比震を有するのであり.r教育行政」においては，それはずっと相
対的なものにとどまる ζと。第二に，地方支分部局の制捜については， 1950年を最後として，文

部省は， ζのょっな閣の出先機関という機構形式を前提にする，行政執行の制度的基盤を失なっ

たこと。以上の二点である。つまり，文部行政においては. r国の機関Jによる行政執行(直接
国家行政，謹轄行政)は，法制度として見る眠り，どく小さな比重しか持たない。あくまでも基

本は.r間体事務」であり，教育委員会を通じての行政(間接行政)である。教育委員会制度発
足後初年の時点で，戦後の文部省にあって教育委員会制度に深く関わってきて，次官まで努めた

木田宏氏が次のように述べている乙とは，故ないことではない。

「他の行政分野と比較して，教育の領域がもっとも憲法に即した地方自治の在り方になっ

ているといえるのではないでしょうか。地方自治とはいいながら，地方事務官制度が残存した

り，国からの機関委託事務を広く認めたりしていて，地方公共団体の間有事務という観点から

は教育行政がもっとも徹底しています。教育行政に対する中央集権的という非難は当たらない

と患います。 22)0 J 

乙ζでは，法制面に表われた文部行政の「特殊性」が最大限l乙誇示されている。しかしながら，

ζのような文部行政の持つ特徴が， r中央集権的という非難は当たらないJという主張をも，文
字通りに保障するものであるか否かは格民の検討を要する。知事等において大きな比重を占めて

いる， r閣の事務」ご「国の機関jを通じる事務処理には，国の法的関与手段としてf指揮監督j
という f権力的J行政手段が対応している。多くの場合これが，そして専らこの点だけが中央集

権を裏づけるものとされる。乙れに対して文部行政では， r盟体事務Jご f教育委員会Jが基本
であり，そ乙への国の法的関与手段は， r指導助言Jという f非権力的」行政手段が対応する O
乙のように見れば，確かに文部行政においては，<国家事務ご権力的関与>という形態をとる行

政一ーその意味での中央集権的性格一ーは，さして大きな意味を持たない。

問題は.<地方事務ご非権力的関与>という制度形式を前提にしながら，なおかつ中央集権的
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-画一的な行政の内容を有している文部行政の特質にある。ここに，日ド権力的jな「指導助言j

と言われる行政手段が，文部行政において果たす特別の意味あいが浮かび上がってくる乙ととな

る。確かに，教育委員会がなしうるとされる事務の範聞(法律上の「権限J)は広範にわたる。

しかし，乙の事務の範囲・権限は，一見そう見えるように排他的なものではない。教育委員会の

所管事務・権限には，文部省の「指導助言j作用がかぶさっている。誤解を恐れずに言えば，教

育委員会が所菅する事務の全範囲は，そのまま文部省の「指導助言J行政一一行政指導一ーの対

象範聞を構成するのである。そして，このようなはド権力的jな作用が，国の;意思を地方に貫徹

してし、く行政手段として，広汎な通用力を発揮している。乙のように取り結ばれる文部省と教育

委員会の関係は，もとより文字通りの「地方分権j的性格とは呼べないものであるが，かと日っ

て， r権力的Jな f中央集権jとも言えない。それは，端的に言って， r分権J(教育委員会制度)
を媒介とする実質的な「陣接国家行政Jとも呼びうるものと，官、われる o

以上，文部省の「指導助言Jという行政作用の形態に住目して，その f特殊性Jを検討してき

た。それでは，知事等の「一般行政jにおいて，その国家的性格を支える制度として，機関委任事

務という「権力的j行政手段が必要とされたのに対し，何故，文部行政にあっては， r非権力的」
行政手段によって，なおかっその国家的制御が可能となるのであろうか。これが次に関われなけ

ればならない問題である O ζの問題を解く一つの鍵は，戦後文部行政の機精的特質という点、に求

められる。つまり，文部行政における「非権力的J行政にもかかわらずの田家的制御，という行

政内容の性格は，それに照応した行政の機構形式の在り方と不可分の関係にあるということであ

る。その点を本稿では， r文部行政機構J(聞と地方の行政機関相互の関係)が， i也の省庁・行
政領域と比べて，より した「タテワリ」機構として形成されている，という閤題として抽出
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したい。そして，この文部行政機構における「タテワリ j性とは，まさに戦後改革を契機として，

その過程を経る中で形成されてきたものなのであるO そこで以下では，戦後改革期まで遡って，

文部行政が戦後の行政機構改革全体の中でいかなる機構的特質を持って出発したのかを，次に検

討することにしよう。

2. 戦後文部行政の機機的特質一一戦後行政改革と「タテワリJ行政機構の出発一一

戦後改革による，国と地方を遜じたJ1政改革全体の中で，文部行政機構の位置を検討するに擦
しでは，行政学者から提起されている見解に摂取すべきものがある。先に号!し、た高木鉦作氏は，

機関委任事務制度と出先機関の問題を，単に改革の「限界Jとして捉えたにとどまらず，より大

きな，国一地方の行政機構の全体的性格づけと結びつけて理解している。次の通り。

「知事公選制の実現は，それまでの宮治の機構を否定したが，しかしそれを規定していた官

艇による処理方式の根本的な変革にまでは進まなかった。いし、かえると，従来の普通地方官庁

の知事を通ずる一元的な中央統制は，タテワリ行政という新しい中央各省による多元的な中央

統制lζ転化して，公選知事のもとに生き残り，……(以下略)23) J (傍点引用者)

これとほとんど同様の見解を提出しているのが赤木須留喜氏である。

rl日内務省の権限は水平的にすなわち各省庁へむけて移動するにとどまり，事務委任とくに
機関委任事務方式の全面的設定によって，中央政府の縦割り行政のしくみが定着し，いわゆる
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戦後改革と民主化政策がζのルートを下降して掴レベルから実施される…・..24)J 

以上の見解の重要な点は，中央と地方を通ずる戦後の行政機構が， rタテワリ行政」という「新
しいj中央統昔話機構として仕組まれている，との捉え方である。つまり，戦後改革は，内務省と

いう地方行政の総合的な統轄官庁を頂く徒来の機構を，各省どとの「タテワリ jの機構へと移行

させた，と理解するわけである。このような fタテワリ行政jの成立という枠組の中に，戦後の

一連の文部行政機構改革を置いて見る時，教育委員会制度lζ代表される， r地方分権j的な機構改
革が，実は同時lζ，文部省一教育委員会を通ずる「タテワリ行政j機構の成立を意味するのでは

ないか，という見方が可能になる。

しかしながら，乙乙で想定される文部行政の「タテワリJ機構は，乙れまで検討してきたよう

に，知事部局のそれと毘ーではない。つまり，高木等のいう「多元的な中央統制jとは，中央各

省の多元性を意味しているのであるが，これら各省の統制機能は全て知事を嫁介としなければな

らなし」中央各省の統制機能は，地方では，知事という一元化された機関iζ競合して働くわけで

あるお}。乙乙に取り結ばれる中央と地方の関係は，いわば、多対一、の関係である。ところが，

文部行政においては，地方における教育行政の専管 f機関jが新たに設定された(教育委員会の

創設)。乙の乙とを地方レベソレで見れば，言うまでもなく執行機関の「多元化jを意味する。しか

し，次の点が重要なのだが，閉じζとを園の側から見れば，それは教育行政が一元的に文部省の

下に包摂された乙とを意味するのではなかろうか。そ乙では，文部省と教育委員会は‘一対一、

の関係として，つまりー賞した「タテワリ j機構として現われることになる。乙のように見ると，

文部省と教育委員会との関係は，他省と知事部局との関係に比べて，より高い完結性を有する「タ

テワリ j行政機構を形成するものと捉えられるのである。

乙うして，知事を通じた中央各省の多元的な fタテワリ」行政機構の成立が，戦後行政機構改

革の一般的性格であるとすれば，文部行政における「タテワリJ機構の個別・特殊性は，、一対

一、対応、をなすより一貫した「タテワリJ性という点、に晃出される。

と乙ろで，内務省による「一元的な中央統制Jから， rタテワリ行政という新しい……中央統
制Jへの移行という文脈の中での，文部行政機構の特質は，戦後初期における，内務省と文部省

との地方教育行政の所管問題として端的に現象化するのである。以下では，乙の問題の推移を辿

る乙とを通じて，上記の仮説安検証してみよう。そ乙で明らかにされるであろう点は，地方教育

行政の所管問題が，文部省にとっては，当初から一貫してその内務行政系統からの引き離し，そ

して文部行政による専管・一元化として位置づけられていた，という乙とであるο

地方教育行政を内務行政から引き離そうとする文部省の権謀は，戦後のきわめて早い時期から

確認できる。前回文相期(1945年8月188-1946年 1月12日)の1945年11月2081ζ文部省内で作

成された「劃一教育改革要綱(案)26) Jでは， r乙，要領jの f第六Jの中で次のように指摘して
いる。

「イ 教育ノ自主性ヲ確保シ教権ノ独立フ明示ス

1. (略)

2. 文部省ノ政治力ヲ強化ス

3. 教育行政機構ヲ一般行機構ト切断シ旦ツ教育行政ト教育ノ実際トノ事離ヲ調整スj

(傍点引用者j
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それから約一ヶ月後の同じく省内文香 f地方教育行政機構刷新要綱(案)27う0945年12月21日)

では，より端的に次の如く述べている。

「一，方針

地方教育行政機構ヲ根本的ニ樹新シ之ヲ内務省系統ヨリ分離セシメ現在地方長官ヲ第一次

監督官庁トスノレ中等学校，青年学校，国民学校及各穣学校等(以下中等学校以下ノ諸学校ト

称ス)ヲ誼接文部大臣ノ監督下ニ寵キ教権ノ磯立ト文教施策ノ円滑ナル遂持ヲ期セントス」

(傍点引用者)

前者の資料は，中央レベルでの文部省の機構的な離脱→「文部省ノ政治力ノ強化jを金図して

いる。そ乙からただちに出てくる課題として，後者の文書が，地方教育行政機構の内務行政から

の「分離」→文部省の直接的「監督下jへの包摂化，という構想を明確に打ち出している。機構

論として見れば，乙の構想の帰着すると乙ろは，まさに中央一地方を通ずる文部行政の一元的な

「タテワリ j機構の構築，という ζとにほかならない。

乙れに対して内務省は，地方行政における「総合行政jの維持・確保という観点から，文部省

の「分離J構想への f執描28)Jな皮対論を唱えるのである。例えば次の通り。
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「教育委員会が府県会，市町村会から独立して教育に関する万般を取扱って行くべきものとさ

れたが，内務省側は第ーにかかる分離行政は現代の政治の行方から考えると逆の方向であって，

寧ろ総合行政として教育も一般行政に組入れられなければならぬ。第二はかかる教育委員会は

府祭会及び市町村会より分離したために，教育は無力となり却って不便が生ずる。地方ブロッ

クの設置は府県と中央の間にわざわざ地方ブロヴクを設けて屋上麗を重ねるに過ぎないのであ

る上，地方ブロックができても行政地盤のないものは不可である。むしろ民主化された府県会，

町村会により総合されたものとして考えるべきである。J(1946年12丹208の教育刷新委員会第

16回総会における，飯沼-1室内務次官の説明29))

以上の対立は，内務・文部両省関の角遂というよりも，戦前・戦時期にあって内政の総本山た

る官庁として君臨した内務省・内務官僚による現状維持策と，それに対して大きく劣勢に立って

いた文部省・文部官僚の独立化への願盟とも言うべき様相を呈している。地方教脊行政の所管を

めぐる対立が， r問中耕太郎文部大臣が学校教育局長，大村清一内務大臣が文部次官のころから
意見を異にした問題30)Jであると言われるように，文部行政 f独立」化の阻害条件は，実は省内

にも在ったわけである。田中耕太郎が学校教育局長 0945年10月158-1946年5月21日)の頃に

書いたメモの中に次のようなものがある。

-・・・.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
「地方の学校行政に関しでは，初等及び中等の諸学校iζ関する隈りに於て，内務省所管の地
-・・・・・・・・・・・・・・・.
方行政庁の官吏lζ依って司られている。此等の官吏中の多くのものは法科出身の教育lζ未経験

な，場合i乙依っては警察宮としての経験を有する若年者で碍も多くの場合一年位しか在職しな

い。従って，教育の理念の実現のためには適当だとはし、えなし、。特に文部大臣は彼等を任免又

は罷免することが出来ないので，文部省の教育方針や意図を地方教育界に徹鹿させる乙とは甚

だ間難である。31)J (傍点引用者)
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乙乙には， r初等及び中等の諸学校J.つまり地方教育行政に対して，文部省が十分な掌援力を
有していない乙と，そしてその最大め桂拾が「内務省所管の地方教育行政庁J(とりわけ内務省

の人事権を通じた支配)にある，との認識がはっきりと示されている32)。乙のような現状認識か

ら発して.r文部省の教育方針や意図を地方教育界に徹蔵させるJという方向での改革の処方護
が，先l乙見たような，地方教育行政機構の内務系統からの「分離j→ f直接文部大臣ノ監督下ニ

誼クjとの構想であったわけである。

一方，田中の乙うした構想に反対の立場にあったとされる大村清ーは，回中の学校教育長時代

の文部次官(1945年8月初日-1946年 l月15臼 その後，内務次官に転任)であった。乙の点、

は，先にも触れたように，地方教育行政の所管をめぐる対立という形をとりながら，むしろその

背後に流れていた，文部官僚の内務官僚に対する被制約性が，文部本省の人的構成としても現わ

れていた ζとを意味する。ところで，かように意見を大きく異にしていたこ人の人物が，その後，

一方は文部大臣として，一方は内務大臣として(内賠改造前の第一次吉田内額一一 1946年 5月22

日-1947年 1月31日).それぞれ固有の役割を演じ，改革過程途上の一爾期を形成するに杢った

ことは，きわめて興味深い事実である O

すなわち大村内相の下で，現行地方自治法(法律67号)以前の改革として，東京都制・市南j・

刻村制・府県制，それぞれの一部改正が断行された。乙の改革に際して内務省が企践した最大の

要は，知事公選化が不可避となった状況下で，公選知事の身分を従来通り「官吏Jとして存続さ

せる点にあった。そしてζの改正では.r地方官宮制J，ζ何等変更を加えることなしその官制
秩序体系を前提にしていたのである。また，知事の下の部課長等も f宮吏Jとされ，それに対す

る知事の任免権は確保されず，内務大臣の人事権が存続される乙ととなっていた O こζでも

制Jの秩序体系が温存されたのであるお}。こうしてこの改革は，内務省の人事権，駐督権を中核

としながら.r中央各省ノ監替権，統制権ヲ確保セントスノレ趣旨34)J (大村)，ζ立つものであった。
その後の改革の進展から振り返って見れば緩めて強い守!日姓を持つ以上の改革も，当時の大村

内相を始めとした内務省当局からすれば「積機的な意欲を持ってj臨んだ改革なのであり.r明治
の先例から考えて憲法改正より先に地方制度の改正を行うのが賢明J(傍点引用者)との考えに

基くものであったお}。では言うところの内務省の f積極的jな対応の意味は，どこにあったのか。

それはこの改革に擦して内務省が用意した f政府答弁資料jの中に次のような形で現われている。

f新憲法筋行後においても，知事を宮吏とする乙とを妥当とする具体的理由及び2主観的事情

が根本的に変更を来たすとは予想されないので，新憲法施丹後も知事の官吏たる身分を動かす

必要はない 036)J (傍点引用者)

つまり，乙の改革は新しい憲法が施行された後も，引き続き存続すべきものとして一 r宮制J
の秩序体系の議存として一一提起されているのである。乙の温存をより安定的，確実なものとす

るために乙そ，知事公選制の断行，しかも，それを憲法改革以前に行う，というまさに「積極的J

対応が必要とされたのである。結果的には，この公選知事z官吏という機構は，次の改革(地方

自治法)を余儀無くされ，単なる暫定的な性格(新憲法施行の日まで)のものに変化させられる

ことになる o (乙のような，改革の先取りによる官制秩序の固定fとから，その暫定化へ，という

情勢転換を起点として，先に述べた機関委任という新しい国政事務処理方式が生み出されてくる

わけである。)けれども，その過程で見せた大村内相の，知事を f公吏Jとする議論への競々な
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らぬ抵抗は，内務省の宮制秩序への執着振りを雄弁に物語るものであった37)。このような内務省

の政策意思の中にこそ，先lζ引用した，飯沼内務次官の地方教育行政に対する所見が位謹づくの

である。そこで意留された「総合行政jとは，内務省→知事を通ずる官制約秩序に教育行政をも

包摂させる乙と一一ーその意味で既存の機構秩序の継承一ーであった。

乙れに対して文部省の「分離j論の企図すると ζろは，地方教育行政顕有の官制的秩序の確

その意味で文部省にとって，従来存在しなかった，ないしは極めて制限されていたものの

新たな構築一ーという点、にあったのである。そしてこのような文部省の構想が，まさに問中文相

の下で一つの頂点を形成する ζとになる。

田中耕太郎が文部大臣に就任して以降，上記構想の推進が，より現実味を帯びて浮上するに吏

ったことは疑いない。

例えば， 1946年7月の帝国議会での審議中，次のようなやりとりが交されている。

rle藤委員……続イテ地方教育行政デアリマスガ，兎角内務系統ノ宮僚ニ依・ソテ是ガ動カサ

レテ居ノレ(中略)此ノ弊ヲ防グ為ニ，各府県毎ニ若シ出来ナケレパ全臨ヲ若子ノ教育区ニ区分

スjレ， (中略)サウ云フ教育区ニ区分シテ，ソコニ地方教育局ヲ設霞シテ，文部省カラズット

筋金ノ入、ソタ一元的監督ノ下ニ筋ヲ通シテ教権ヲ守、ソテ行クト云フ御意思ハアリマセヌデセウ

カ…… O

問中国務大臣……其ノ問題ハ，私ハ昨年ノ秋教育局長ヲ拝命致シマシテ以来，絶エズ念頭ニ持

チ，又省内デモ研究、ンテ居/レ所デコ守ザイマス，又『アメリカ』ノ教育使節思ノ残シテ行キマシ

タ所ノ報告書ニモヤノ、リサウ云フヤウナ意味合ノコトガ現ハレテ居リマス，文部省ト致シマシ

テハ，其ノ方面ニ更ニ研究ヲ重ネ，出来lレダ、ケ早ク実現シタイモノデアルト云フ嵐ニ考へテ居

リマス，……38)J (傍点、引用者)

乙乙で問中文相が即座lζ応じたところの f文部省カラズット筋金ノ入、ソタ一元的監督ノ下J，ζ 
「地方教育局Jを設置する，という構想は，翌年の1947年初めに至って一つの法律案として結実

することとなる O それが， r地方教育行政に関する法律案J(1947年1丹158)である。この法案
が， ζれ以後に立案されてくる種々の地方教育行政の機構改革構想と明確な一線を画すところの

特質は，それが「宮輔jの機構秩序を設定している点にある。この点に，田中文相期が教育行政

改革途上に占める独自な位置の一端一一しかも重大なー特費一ーが見出されるのである39)。

乙の法案l乙至る過程でも，文部省内では地方教脊行政を「官制Jとして，しかも，文部行政系

統に独自の「官制j機構として位置づける方向が追求されていたO 例えば，文部省官房審議室作

成の「教育基本法制定に当って考慮すべき事項J(1946年9月25日，及び10月20臼)なる文議中

には，次のような項目がある or教育行政教育行政官庁法(学区庁法)案の作成，之に伴ふ財
政上の措置40)J (傍点引用者)。また辻田力文芸撃の中に，これにやや遅れて記されたと思われるメ

モが次のように残されている。

f官庁の性格

E戸.イ，教育事務局を地方の独立官庁とするか

ロ，教育委員会法を作りてその事務局とするか

乙.甲のイの場合
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a，文部省の地方官庁とするか

b，夫々独立の官庁として持政的命令系統を立てるか連絡会議を作ってやっていくか

文部大臣→地方教育総長→府熊教育総長→市町村教育長

右の行政命令系統を立てるか否かJ41l

乙ζでは，地方教育行政機構を「官庁jとして設定することそ前提として，その上でそれを「独

立Jの，つまり「文部省の地方官庁」として位置づけるか否か(及びそれとの関連でのタテの「行

政命令系統jの問題)が考慮の主たる焦点となっている ζとがうかがえる O 乙の問題の背最にな

っているのは，言うまでもなく内務省の地方制度改革構想との関係である。内務省が各省の出先

宮庁の設壁に反対していた点はすでに述べた通りであるが，文部省もその乙とを十分承知してお

り，その上で地方教育行政の「独立j化 cr宮庁jとしての)をいかにして計るかが焦点、になって
いるのである。

教育刷新委員会の建議， r教育行政に関することJ(1946年12月27臼，第17回総会採択)がまも
なく決定されることを見通して，文部省内で「地方教育行政の路IJ新についてJ0946年12f]128) 

なる文書が作成されている。そ乙では，上記の建議が出されるに擦して， r文部省としての態度
を一議きめる必要があるjという立場から， r予め十分考慮i乙入れるJべき「根本的調題の諸点j
として次のように記されている。

f第三委員会案は大綱的なもので相当融通性のあるものなる乙と

内務省関係の地方制度調査会との関係については速急に適当処置すべきものであるが，先方

は，独立の地方官庁は認めない方針であり，府県以上の中間官庁についても反対的意向のやう

である。

問題点

法的措置一一理組案と妥協案を考へる乙と

イ.単行法として域方教育行政法(或口地方教育宮庁、法)を作る

ロ.府県以下については地方自治法に包含させるか

地方の中罰機関については，独立の単行法とするか42)J C口部は不明)

ここでは，内務省の意向との関連で，文部省の考える「理想業jと， r妥協案jとが考慮され
ている。そしてそれは地方教育行政を規定すると ζろの立法形式の問題と関連して提起されてい

る。もちろん，立法形式の問題として乙乙で提起されている， r理想、業jと「妥協案jとで，文
部省がそ乙lζ込めようとしている構想内容が，全然違ってくるわけではない。地方教宵行政を「独

立jの官制的 fタテワリJ機構として構築しようとする点で，文部省の意図は一貫しているor理
想業jはその点、を，立法形式においても貫徹させて，単行法として体系化しようとするものであ

る。それに対して「妥協案jでは，立法形式上も「独立Jの単行法とするのは，国と府県の謂の

「中問機関Jのみに絞り，それ以下の府県，市町村の二段階については，内務省を主務官庁とす

るところの池方自治法の系統に「包含Jさせようとする43)。当時期，内務省が「総合行政j論の

見地から，原則jとして全ての行政領域を都道府祭と市町村の，いわゆる一般行政に包摂する意向

であり，それに基く行政(命令)系統として，内務大臣→道都府県→市町村を中軸とする機構を

予定していた点からすれば，文部省の「妥協案Jは(少なくとも，府県以下の二段措の行政機関
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に関する限り)，以上の内務省構想との関連で，調整・妥協を強いられるべく位置していた構想

なのである。

法律には程度の差こそあれ，それぞれの法律についての主たる管轄官庁が対応している。その

意味で，立法形式の如何は単に形式の陪題に尽きるのでなく，すぐれて各省が推進しようとする

立法構想の内容及びその実現・侵透度の問題でもあるのである。

さて，田中文相期の省内立案作業は，以上の経過を経て，明らかに「理想案」の方向での取り

まとめが行なわれるに至る。それが先に述べた， 1947年 I丹158，r地方教育行政に関する法律
案44)Jである。この法案では，下記のような三段階の地方教育持政機関が全て単行法として規定

されている。

43 

<市町村> <都道府県> <r政令の定める区域J>

<議決機関>斗市町村教育委員会都道府県教育委員会|一[議事]1地方教育委員会
5la1 委員{直接選挙 〔I 3<:.... 1.議会の推挙CYa以下)選
挙 l 挙

<執行機関>司|市町村教育長|

乙の法律案にはいくつかの特徴が見出せるが，乙乙でのテーマと関連して取り上げるべき点は，

上記のような教育行政議機関の相互関係，なかんずく国との関係を，同法案がどのように構想し

ていたのか，という乙とである。(なお，民法案が議決機関と執行機関とをはっきり区別して規

定している点も注目される。この点は教育長制度の問題として後に触れたい。)乙の点で問題と

なるのは，同法案の「第六章 教脊行政の監督Jなる部分である。そこで構想されているのは，

文部大臣→地方教育総長→都道府県(教委・教育長)→市町村(教委・教育長)へと連なる，ま

さに「タテワリ j統制の機構なのである。すなわち， r第六章jはまず次のような条文で始まっ
ている。

f第83条 市町村教育委員会及び都道府県教育委員会は，第一次において地方教育総長の監督

をうけ，第二次において文部大臣の監督をうける。

政令の定める事項については，市町村教育委員会は都道府県教育委員会の監督をうける。

第84条 市町村教育長及び都道府県教育長が行う留の教育行政事務については，第一次にお

いて地方教育総長の監督をうけ，第二次において文部大臣の監督をうける。

政令の定める事項については，市町村教育長は，都道府県教育長の監督をうける。J

ζれがまず基本的な「監督J関係である剖)0 (ζこでも議決機関と執行機隠の毘別， しかも「国

の教育行政事務jについての，執行機関〔教育長〕を通ずる監督のしくみが特に区別して規定さ

れている。)そして，一見してすぐに気付く乙とは，乙の「監督j関係における f地方教育総長j

の比重の高さである。「地方教育総長Jは，都道府震以下の f教育委員会Jと「教育長Jの双方

に対して f第一次j的な監督庁たる地位に立つ。では，乙のような地位に立つ「地方教育総長J

と国との関係はどのようなものであろうか。この点、につき法案は次のように規定している。

f第69条 地方教育総長は，池方教育委員会において教育について識見ある者の中から選挙し
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たものについて内閣がこれを任命する。

地方教育委員会委員は，地方教湾総長を兼ねる ζとができないoJ

第一項に見られる通り，地方教育総長は f内閣がこれを任命するjところの国の機関として位

置づけられている 46)。この ζとは.r地方教育総長Jという一機関についてばかりでなしその
下に置かれる「地方教育事務局J• r地方教育研究所J いわゆる「補助機関J• r ~付属機関 J Iζ 

対応する一ーについても同様のζとが言える。例えば法案第76条は「地方教育事務局には左の職

くjとして.r一，視学二，視学委員三，常設又は臨時の専門委員 四，前各号lζ属
しない宮吏Jと定め，地方教育事務局の職員が「官吏jによって構成されるものとしている。ま

た.r地方教育事務局Jr地方教育研究所j双方の組織は f政令で乙れを定めるJ(76条2項.78 
条2項)として，両機関の組織権を全面的に国の権限としている。そして乙れに対応して，開

法案l乙附属すべき政令案も準備されていた。例えば，法案76条2壊に附属するものとして.r地
方教育事務局官制(政令案)47) Jが作成されている。そ ζでは.r地方教育総長は文部大臣の指揮
監督をうけJ(3条).r部下の官吏を指揮監督し事務官(二級)の功過を文部大臣lζ呉状し，
務官(三級)の進退は自から ζれを行うJ(4条)ものとされている O 地方教資事務局lζ置かれ

る職員は，文部事務官76人(1級 2人 2級 22人 3級-52人).文部技官 4人(2級 1 

3級一3人).視学(3人 2級，文部事務官をあてる。).視学委員20人 (2級，嘱託)である O

以上，若干の倒からすでに明らかな通り，この法案で「政令の定める区域48)J Iζ震かれる，

うと ζろの「地方j教育行政とは，国家行政の謹接的延長として，つまり「地方Jlr.霞かれるf官

制J(国の機関)として構想されているのである。戦後の早い時期から，文部省が，地方教育行

政を内務系統から「分離Jさせること，及びそれを「菌接文部大臣ノ監督下ニ龍jくことという

二つの課題を，表裏一体のものとして構想していた点は先に見た通りである。乙の法案は，後者

の側面を文部省が呉体的にどのように構想していたのかを明瞭に示すものである。それは，内務

省における<公選知事口官吏>という構想に流れていた綴強い官治的発想と同根であるのみなら

ず，それをも越えてより強力かっ周到な官治的仕組を予定するものであったO

戦後教育改革期当時，とりわけ初期において，地方教育行政の改革問題は，しばしば「教権確

立J.r教権独立」論の一環として唱えられた。その強力な唱導者であった田中耕太部は，戦後醒
後から内務官僚・内務行政の支配による地方教育行政の弊害を指摘し，その除去を企到していた。

その意味では，問中文相期において積極的に打ち出された，教育行政の一般(内務)汗政からの

「分離」・「独立J論が.r教育改革問有の論理49)Jの一つの反映で=あったという ζともできる。
けれども，乙の f盟有の論理」の首唱者として他ならぬ文部官僚が立ち現われたということ，そ

して文部省によって担われていった「独立J論が，呉体的な立法構想としてどのような内容のもの

を導き出していたのか，その問題'控については以上の検討が明らかにしてきたところである。乙

の点l乙，文部省の提唱した地方教育行政からの「分離j・「独立」論を.r文部省を頂点とすると
ころの，文教行政体系の確立を地方段階において達成する特殊なイデオロギ_50)J として見る視

角の成立根拠が存する。

内務省と文部省とによる泊方教育行政の所管問題は，従来，いわゆる教育委員会制度の「三原

則」の一つである「教育行政の一般行政からの独立j原則という観点から取り上げられ.r若干の

妥協や後退を含みつつも，内務官僚とのたたかいのなかで，一般行政に従属しない，棄の独自性

をもとめて形成されていった5!lJ過程として捉えられている。また，田中文相期lζ法律案として体
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系化されるに韮った， r地方教育行政lζ関する法律案」の性格づけについても， r教育符政の一般
行政からの独立という点、では，徹底していたが，教育符政の民衆統制と地方分権という点では不

徹底さを強く残していた 52)j というように，二面的性格を持つものとして捉える評価がある。乙

れもいわゆる「三原則Jという枠組を前提にした評価であろう。

けれども，これまでも指摘してきた通り，戦後初期からも含めてこの法案に貰かれる性格は，

地方教育行教の内務行政からの f分離j--文部行政への専管化と，その集権的統制下への告摂(宮

制機構を通じての)，という表裏一体をなす文部省の政策意思の一貫性を示すものであって，あ

れこれの原理の「徹底」と f不徹底」とし、った両義伎をもって捉えられるものではな ~'o 教育行

政の「三原則j論は，その理念的意義としてばかりでなく，教育行政研究の分析枠組としても広

く通用してきた53)。しかしながら，そのような分析枠組では，当時の官僚機構一ーその一環とし

ての文部省を突き動かしていた論理，ないしは執行権力としての文部省の性格を，十分に把捉す

ることはできなし、。内務省との地方教育行政の所管争し、から，田中文相場の法案準備までのー速の

過程は，本節の初めに述べた，内務省による一元的中央統制機構から他の中央各省による「タテ

ワリ j統制機構への移行，という全体的な行政機構の変動方向と何ら矛盾しないばかりか，まさに

その一つの具体的な発現過躍と言えるのである。のみならず，文部省の構想にあってはそのfタテ

ワリJ機構が，より貫徹された中央統制形態を予定するものであった点に，顕著な特質を有する

のである。

以上のような問題の論理構造を，当時すでに鋭く指摘する見解が存悲したことは注目に{践する。

「地方分権擁るニ底流・行政機構改革の焦点Jと題された論説は，それを次のように述べていた。

「その底流はまづ大村内相を代弁者とする内務官僚の徹底的分権論……j(この「徹底的J

と評される「分権jが，なお根強い官治的発想に貴かれていた点、は先述したi湿り。)r乙れに対
し他の各省は，地方行政に対するそれぞれの省の支配力を乙の機会に確立すべしとばかり，い

ずれも中級行政機関の設置を盤っておりその一つの現れとして，農林省の地方農地管理局案が

登場したほか，文部省は学誌庁案を主張せんとし，その他の省も……それぞれの出惑を持たう

とし、ふ底意が濃厚である。

地方分権をめぐる宮僚陣営のこの二つの流れは，過去における官僚勢力の消長とにらみ合は

すと，意味深長なものがある，地方行政の指揮臆督を一手l乙掌握し， ζのやうな強大な権限を

持った官庁は，各国にその例をみないとまでいはれた内務省が，今度の地方制度改正を機iζ，

官界の王康から全面的に後退するのに対し，いままで地方に足場を持たなかった各省は，好機歪

れりとばかり，一斉に縄張り獲得の攻勢に出てゐるが，しかしこれでは内務省の遺産を各省が

分捕るやうなもので，地方分権の実は殆ど無lζ帰する 54)j (傍点引用者)

文部省の地方教育行政専管化の構想も，このような文脈における一つの現象形態として位置づ

くものであった。乙の問題が，文部省の内務省l乙対する「縄張り獲得の攻勢Jという相貌をとっ

て現れていた状況55)は， 1947年半ばに変って，内務省そのものが解体を余儀なくされたこと56)に

よって一転することになる。しかしこのことは，そこで問題となっていた，各省が「内務省の遺

産を…分捕るj形で「地方に足場Jを構築しようとする指向線の消滅を意味するものでなく，そ

れが内務省と他の各省との「縄張り」争いとして表面化することがなくなる，という状況への転

換を生み出したに過ぎない。内務省が最後まで「将来の地方自治を擁護するために，他省に対し
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て戦lまねばならない 57りとの見解を保持し続けたことは，それが自己保得への欲求から発する主

張であったにせよ，文部省を含む各省の上記の如き指向線の根強さを反映するものであったと言

える。

しかも内務省の乙のような批判は，持i!乙他の各省のみに向けられただけでなく，それら各省に

対応する占領軍内部の各セクションに対しでも向けられていた点に留意したし'0GHQの覚書に

より改組を要求された内務省が，それに対応して作成した文書「連合軍緩高司令部政治部長書翰f内

務省の分権化J!と対する内務省意見J(1947年 6月23臼)は，乙の点を次のように記している。

「以上内務省に於ける改革と棺侠って，地方分権の実を挙げるため，各省においても

a 地方特別宮庁の整理

b 中央各省の権限の地方同体への委譲の二項を逐次実施致したい。

乙の擦特lζ賞方lζ対して希望したいことは， G. S以外の各セクションも亦貴方と開一歩調

により，地方分権の線に沿って日本の各省を御指導あらんζとを。J58) 

後続の地方教育行政改革の問題が，教育委員会法へと収飲してし、く過謹では，その立法構想を

めぐってのCIEと文部省との対立があり，そ乙でのCIEの革新倣は明自であるが，内務省iζ

対しではCIEと文部省が、共鶴、関係に立つような事態が成立したし 59) 改革のいくつかの局

面では，両者が f抱き合う切りという側面をも手ぎしていたのである。乙の側面は，内務省と異な

り文部省が解体を免れたという事態に，何らかの影響を与えたという乙とも考えられる61)。

ともあれ，内務省の解体にもかかわらず，文部省の構想する， rタテワリJによる官治的地方統
制への可能性は，なお鵠題として残された。乙の鵠題が，その後の改革過程でどのように変容し，

文部省改茶へと収束していくのかは，次章の検討課題l乙属する。その際に，本主主との関連であら

かじめ確認しておきたい点は，後続の改革が，当初の文部省の目論見を大きく越えて進展するに

もかかわらず，その過程は，乙 ζで見てきた文部省と地方教育行政機関とが形成する「タテワ1)J 

行政機構という性格の消滅化を意味するでなく，むしろその形態変化の過程として捉えられる，

ということである。

注第1章
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なお.r実態Jの一端告と示すものとして.1976年iζJlI崎市において行なわれた民生局と衛生局の全事
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い」とされる事務を「機関委任事務jと認定する分類規準では，両局の全事務365件のうち.245件(約
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におくのでなければ，地方分権とは単に名EHζ止まる ζととなるとの一致した意見」が述べられた，と

伝えている。 cr法律時報J20巻5号.1948年5月.26ページ。)
9)佐藤功『行政組織法〈新版)J(1979.有斐閣)93ページ。及び203ページも参照。

10) r各地の出先機関は磁力ζれを府県1<:統合するjという内務省の主張に対し.1947年1月8臼の翻議で
は「内務省案と大蔵，商工，農林等の各省案とが根本的iζ対立しJ.r十三対一Jで結局現状維持が決定
されたという。(自治大学校f戦後自治史V(地方自治法の制定)J1963年.85ページ，及び225ページ。)

11)金丸三郎「地方制度調査会の地方制度改革1<:関する答申Jr自治研究J23巻1・2号(1947年 1・2JD
27ページ。
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12)荻田保 f地方行政機構の根本約改革一一第二次地方制度改正の方針一一Jr内務時報J3号(1946年10月)。
但し，赤木前掲書.97ページより重引。

13)当時の出先機関設置状況を示す資料として，次の表を掲げておく。 ζれら出先機関が設けられる綴屈は，

1).広域(管区またはプロック).2).都道府県の区域.3).市町村の区域.4).その他.1<:分けられる

が，とれらの設置範囲別の差巽をとりあえず捨象して，機関設震総数で見たのが.30，058という数字で

ある。

表-4 各庁出先機関一覧表(二二，九，一八 行政調査部機機部)

庁 名 出 先 機 関

総 理 庁 宮内府京都事務所(ー)

地方経済安定局(八)

地方物価事務局(八)

消費者価格調査職員(一三)

復員連絡局(四)悶支部(問)向上陵地支局(四)

地方復員局(五)向上陸地連絡所(四)同掃海部(三)同管鉛部(四)

戦災復興続建築出張所(閉六)

(戦災復興院特別建設出張所(五)

外 務 省 終戦連絡地方事務局〈一三)同出張所(五)

内 務 省 土木出張所(六)

内務省駐tE官(磁土問関係)(四六)

内務省駐夜宮〈調査局関係)(七)

大 蔵 省 地方専売局(一六)同支局(四八〉間出張所(二九三〉

造幣局支局(二)同出張所(ー)

財務局(八)同出張所(三七0)岡地方部(四二〕

管財支所(三四)

税務署号(三七0)

護関文書 j自ら)忠義喜}(四二) 震襲警}(-o七)
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関

高等検変庁(八)

地方検査庁(四九)同支部(ニニ九)

区検察庁(五五七)

司法事務局(四九)間出張所(二， 0三八)

少年審判所(一八〉

矯正採(一二)

行-jflJ管区(八)

~獄(五九)分監(九四)

教育施設局出張所(八)地方駐在員(四六)

文部省出張所(ー)

医務局出張所(八)

国立病院〈一一ニ)闇立療養所〈一一六問)

検疫所(七)

地方引揚援護局(五)湾出張所(三)号i揚援護続迷絡事務所(ー)

資材調整事務所(四六)

農地事務局(六)

作物報告事務所(閲六)再出張所(ニ，一一六)

食糧事務所(四六)同支所(四九五)同出張所(六，六六一)

木炭事務所(刻七)

営林局(一回)営林饗(三一七)

地方腐工局〈八)同出張所(四六)

地方貿易事務局(回)同分室長(六)貿易庁出張所(三)

鉄道局(九)管痩部(四五)工機部(二七)

地方施設部(九)地方電気部(ー)

海運局(七)海運監理部(三)向支局(1m0)同出張所(三一)

港湾建設部(湖)

自動主主事務所(四六)同支所(七)

地方建設部(一一)

京都事務所(一)

簡易保険支局(六)

貯金支局(二八)

逓信局 (-0)間出張所(ー)
郵便局(普通五五回 特定一三，一四五)

逓信局電波観測所(七)

電信局〈四六)

電話局(四回)

電気通信工事局(八六〉

鴎際電気通信施設部管理所(三)同支所(四)

電気通信施設事務所出張所(間六)

海底電線工事事務所(ニ)

公共職業安定所(五四回)

都道府県労働慕準局(四六)労働慈準監督署(三五六)

地方労働局(未設)(八予定)

(合 計) 三0，0五八

(行政管環庁管理部『行政機構年報』第 1巻(1950年)180ページ。)

庁 名

司法省

文部省

厚生省

農 林

鶴 工

選 輸

逓 信

労 働

出ず 機先

省

省

省

省

省

14)一応の巨安として，行政官理庁管理部『行政機構年報』第2巻の162ページの表(昭和26年度分)で算定

してみると，



戦後文部行政の機構と機能出

地方支分部局人員(A) 64，148 
0.682… 

(*)本省人員十(A) 29，905 +64，148 

(*ζ 乙では， r~付属機関J の人員を含めていない。)

となり，ほぼ68%にあたる。

15)但し，関東地区は文部省直属とし，近幾地区は大阪出張所の所管とし，いずれも支所を置かないととと

されているo 仔時事通信内外教育版J1号， 1946年10月98)
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なお，文部省の地方出先機関の沿革は， 1900年(明治33年〉の「建築課j設震にさかのぼり， r会関の
主要な大学等l乙出張所を設けて現場監督等の営繕工事の実施iζ当らしめたのがー香最初である。J(その

後，出張所の数・職員数は増加に向かったようである。)戦後， r建築課Jは，大臣官房臨待教育施設部
となり(1945年12月)，問時に「全国九箆所iζ支所が悶立の大学や高等専門学校lζ鮒讃Jされたという。

乙れ以後，本文で指摘した8支所制(1946年10月l日)に引きつがれる。以上は，森田孝「文部省設憲

法の一部を改正する法律についてん『文教情報J8・9合併号(1950年4!11B)による。

16) 1"文部時報J842号(1947年9・10月号)に次の記事がある。

「教育施設局は本省の教育施設局とその地方支部とで編成され，前説の配給苦手l当と企画の仕事を分担

する。すなわち本省の局では官立学校・霞轄部局・公私立大学・専門学校 (322)の割当配給事務並び

lζ中学校小学校等 (38，199) 1<:対する企画事務を掌る。また地方支部ではおのおのその地域の中学校

-小学校の割当配給事務を掌るのである。J(32ページ)

17) 1947年6月12日政令部号iとより， r教育施設局Jの新設にともなって，文部省職員の3∞人(事務官208，
技官92)の増員がなされた。なお，表-3で見ると， 1948年の教育施設局の人員会計は504人となるが，

局発足さ当時「人員六百名をもって構成jされた，と伝えられている(1"時事通信内外教育板J37号，1947

年6!1258) 

18) r時事通信内外教育版J37号(1947年6月258)
19)向前。

20)行政管理庁管理部『行政機構年報J1巻(1950)18ページ。

21)もっとも，文部官僚からは，との時織の出張所の廃止は「もっての外Jと受けとめられ，実質上はJ大
学所在地または従来の出張所所在地iζ現場の仮事務所のごときものを便主主上つくって，本省員をそζi乙

詰めさせ」る「捻号室」が考慮されていた。けれども， ζの現状維持的対応、も，もっぱら「時期尚早jと

の現自に基づくもので，出張所そのものについては， r早晩無用視される部分でありJr廃止の時期と事
務移行のしかたのみが開題である。Jという理解が前提になっている(以上，森田孝「文部省設蜜法一部改

正のいきさつJr文部時報J873号， 1950年6月， 15ページ.17-18ページ。}。
なお，以上の問題から派生して， ζの森田論文が，内爵・行政管理庁の行う行政整理lζ対して，それ

が「実体無視のしん気楼を描いてそれを押しつける{嘆きがある。J(15-16ページ)との不満を述べてい

る点は興味深い。その主張の銀関は.r各省にはそれぞれ行政の内容に応じ，その省の性格があり，ま
たその性格lζ従って各省行政機構iζ特徴があるJ(傍点引用者Jという点にある。 ζれは，いわば儲別

事業官庁の、特殊性、の論痩である。 ζζで，内閣・行政管理庁が行なう，国の省庁全体の機構・定員

管理の論理と手法と，個別の中央省庁の、特殊性、の論懲との交錯が示唆容れる ζととなる。森宙論文

が言うように，前者の論理と手法が「一定の原則を定めて各省一律に餐理統合Jするという i抽象性j

を有している点は，現在lζ変つでもなお妥当する限界面をなしている。けれども，一般的形式的ではあ

っても曲りなりにも「原知JJを立てて行なう行政整理であったからζそ， ζとで実現したような出先機

関の廃止が可能だった，という簡も否定できない。内閣レベ、ルでの統治作用なしに，それが実現し得た

と考えるのは現実的でない。

戦後の行政改革(整理〉の援史は，個別中央省庁の強力な抵抗・潟存の過程で彩られている。例えば，

行政管理委員会の意見書.r行政改革の現状と諜題J(昭和41年)の中では， r行政改革の阻害要[!gJと
して「①行政部ないし官僚の側において，権限意識ないし現状維持への強い執着がある ζとJがあげら

れている(大蔵資料調査会行子政改革と管理j昭和45年度版.57ページ。)。そζでは，各省庁の、特殊

性、の論理は，容易lζ当該省庁の滋存・強化の論理iζ転化するのである。
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22) r教育委員会制度の五十年と展望・座談会1，教脊委員会法の制定と地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の制定Jr教育委員会月報J339号 0978年11月)56-57ページ。

23)高木.M掲論文(注 3)).285ベージ。

24)赤木，前掲欝.Viページ。

25)とのような中央と地方の関係を，地方公共体のぎ長が次のように表現しているのは，当事者からの観察

として興味深いor私どもの仲潤ですが，ある市長がいま地方分権だと言うが実際の姿はや央分権，地
方集穫だと言った。(中略)中央政府というのは連邦政府みたいなもので，摩主主鴎だとか大滋~だとか，

いろいろな国の寄り集まりですね。J(傍点引用者 「行政改革の課題と展望[座談会JJr'80年代・日本

の行政ム 1981，日本経営協会。 80ベージ。〉

26) r戦後教育資料J1 -4 (箆立教育研究所付属密書館蔵〉。位し引用は f地域住民と教育法の創造(日本
教脊法学会年報4号)J(1975.有斐閣)230ページ以下による。悶文書の作成主体は大臣官房総務室で

ある。

27)久木幸男・鈴木英一・今野義清編f日本教育論争史録J第三巻・現代轍tJ(1980.第一法規)156ページ。

28)鈴木英一「教育委員会制度の成立J.海後宗思編 f教育改革(戦後日本の教育改革1)J (1975.東大出

版会)354ページ。同論文400ページの注 7)によれば，教脊刷新委員会において少なくとも6屈にわた

って(1946年10月-12月入内務省側からの反対論が出されている。

29)自治大学校 f戦後自治史x(六・三制および教脊委員会制度の発足と改Z奈川(1968年)106-107ページ。
ととで飯沼が批判の対象としている構想、は， ζの直後の12月27日，教育刷新委員会等17回総会で採択さ

れた.r教育行政11:関するととJの建議内容にほぼ対応するものである。
30)間前.107ページ。また.r草寺事通信内外教育版J14号(1947年1月15日〉も.r弱者の根本的意見の相

違i立大村内相がかつて文部次官として文部省にあり田中文相が学校教育局長にあったとき，田中文相の

抱懐する地方教育制度郎新築をめぐって大激論をたたかわせ大村内務は賛成しなかった当時すでに大き

な溝があった…づと伝えている。

31) r学校教育局iζ就てJ(1946年).r問中耕太郎文書J(国立教湾研究所蔵〉所収。

32) r辻回カ文著書J(国立教育研究所教育史料調査室滋)3 -115所収の「現行地方教育行政機構上欽絡ト春

倣サJレ、諸黙J(8付無し〉なる文書撃においても.r一，ニ重行政ノ弊」として rH.内務，文部両省及
府熊， r行ニ依ル二重行政ノ伊j多シじl.特ニ人事，財政的方面ニ於テ著シ」と指織されている。なお同

文警はその他の「欽焔Jとして以下のような諸点をあげている。 rニ，教育関係係'e吏ニ依jレ弊J(O!]え
，;r， r仁l.身分上及職務上ノ懸督官異ナルガ放ニ文部省ノ威令行ハレザルコト多シJ)or三，政黛介入ニ
依ノレ弊Jor四，議決機関ニ依Jレ弊Jor五，本省出先機関ノ飲如ニ依ル弊J(例えば.(-).本省ノ意図末端
マデ惨透セザルコト多シJ)。

33)本文でも述べた通り，との段階での改革は既存の管制秩序に予を触れないものであったから，との場合

で言言えば，各省管制通員IJの「地方官庁二級ノ官吏ノ進退ハ内閣総理大臣ヲ緩テ内務大臣之ヲ上奏スJ(7

条 2項〉の規定が適用されるとととなる。

34)第90帝鐙議会衆議院本会議での大村内総の答弁。赤*.前掲警.58ページより雪量引。

35)自治大学校 f戦後自治史証(昭和21年の地方制度改正)J(1961) 37ページ。

36)間前， 161ページ。

37)語学木須留蕎「地方制度改正の意義と限界Jr行政責任の研究J(1978.岩波書底)はζの経過をリアルに

描き出している。

38) r第90匝情思議会衆議院・帝隣諸憲法改正案委員会議録』第16間(1946年7月18臼)295-296ページ。

39)吉野博明 r1947年1月15日付教育関係三法案についてJr北海道教育大学紀要(第一部C)J30巻 2号

(1980)は.r地方教育行政に関する法律案Jを含め，さらに同日付の「教育基本法案Jr学校教育法案j

を一体的に考察した上で「三法案の作成は，まちがいなく，邸中文政期省内立案作業の終結点だったの

であり，その内容は，国中文殺の，したがって戦後初期立法政策の特質をも示しているはずである。 1947

年l月158付三法案作成に至る過程とそれ以後との憶には，国家と教育の問題をめぐる論理構造に重大

な転換が存在するとみられるJ(124ページ)と述べている。本文で指摘した点も，まさに「問中文政の，
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したがって戦後初期立法政策の特質」の重要な権成要素lζほかならない。

40)鈴木英一『教育行政(戦後日本の教育改革3)J0970‘東大出版会)238ページ。

41) r辻田カ文書J3-120 r事庖癖及準監支騰の組織(案)J.昭和21年8月初日付文書の裏面に記された手
書きメモ。メモが記されたのは，同年の12月頃ではないかと恩われる。というのは，乙のメモでは.r事
磁磨H事怪文藤」なる名称は使われておらず，いわゆる「大学区構想jそのものは， ζζでは取り下げ

られている。(文部省は，少なくとも1946年10月までは，依然として「大学区構想Jを保持していたと見

られる。参照，鈴木英一，前掲論文{注 (28)]351~354ページ。)ζれに代わって，同メモにあるよう

な.r地方教育総長J.r府察教育総長J.r市町村教育長Jという三段階の地方教育行政系統の構想が，昭
和21年12月118付の文書.r地方教育行政機構一覧表J(r辻尽力文書J3-122-22) Iζ現われてくる。
42) r地方教育行政の刷新について (21.12. 12) J。ζれは.r辻田カ文書J3-121. r各段階機関の有する
職務権限一覧表構社会教育局 21. 8. 16Jの裏面にある手番きの文書である。なお，引用の冒頭に

ある「第三委員会jは，教育刷新委員会の第三特別委員会を指す。

43) r地方教育行政機構一覧表J(審議諜，昭和21年12月21臼)r辻自力文芸書J3-122-22 においても，次の
ような機梼図とともに同様の構想が記されている。

戦後文部行政の機機と機能出
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「法的措置としての問題点

一.A. B. C.を含めて地方教育行政法を作る ζと。
二.A. B.を地方自治法の中iζ織込むζとo Cを地方教育行政の単行法とする ζと。J

44) r戦後教育資料JID-39o 
なお.r辻田カ文書J3 -1371ζ 「綴方教育行政1<:関する法律案第二案要繍 (22.2.15 調査局)Jな
る文書が存在する。 ζの第二案要織では，都道府県と市町村lと.r議決機関Jとして教育委員会及び，
「執行の直接賞任者」として教育長を覆き，それらを「地方自治法lζ織込むとと。J.更に.r数府県を
単位とする区域iζ地方教育事務局を霞き局長の諮問機関として地方教育委員会を霞く ζとJ及び，間

区域lζ 「地方教育研究所を讃くととjとし，それらは「官制として別1<:定めるζと。jとされ J いる。

とれは，いわゆる「妥協案」の系列に佼鐙する構惣である。ととでも依然として，国と都道府県との中

間段階の「地方J教育行政機関を，あくまで「管制Jとして設定するととが予定されており， ζの時期

の文部省の最大の関心事 (r妥協案jとしても譲れない一線)がどとにあったのかをよく示している。し

かしながら， ζの第二案要織に示された構想、は，その後，法案として具体化されていった形跡は認めら

れない。 1947年1月158付案が，法律案として完織されたものであるζと，及び後iζ述べるように，同

法案lζF付属する政令案の作成事実などから見ても，文部省が当時.r理惣案Jの線で立法政策を縫進し
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ょうとしていた乙とは明らかである。

45)開法案は，以上のような監督関係を前提とし，更にそれぞれの段階の「滋管庁J1<::以下のような監督権

限を爵fljlζ付与している。

①，ア)r教育の監督上必要さがある場合Jの.r事務の報告jをさせる乙と。イH書類!援簿を徴」する乙
と。ウ)r事務を綴察Jする ζと。ヱ)r出納を検閲jする乙と。 (86条〕
②，教育委員会の「議決Jr選挙Jが「その権限を超え又は法令若しくは会議規制にそむくと認めるj
場合の「湾議Jr再選挙Jを行わせる乙と。 (90条 l項)
③，②の「再議Jr再選挙Jがなお権限・法令号事iとそむくと認める場合の「取り消jし権。〈問. 2項)
④，次の事項についての「認可J権。

u，教育条例の制定改廃

ii)， 教育税の賦課徴収

iiu，教育についての起債

iv)，教育費にあてるための財産・穣立金の処分。 (91条)

46)地方教育総長の任命主体を，文部大臣でなく「内競jとしているととについては，二つの理由が考えら

れる。一つは，中央レベルでの「文部省ノ政治カヲ強化Jする，という要議，二つは，内務大臣との閣

の調整の必要からである。恐らく，乙れら双方の意味合いが含まれるものと思われる。

47) r辻自力文書J3 -200-2 Z 。
48) r地方教育委員会設鐙令(政令案)J r辻田カ文書事J3 -200-11とよれば，その「区域jの設定は，第一
案として， r北海道地方J(所在地，札幌)， r東北地方J(同，仙台入「関東地方J(問，東京)， r東海地
方J(問，名古屋).r~七部近畿地方J (舟，京都)， r南部近畿地方J(問，大阪).r中国地方J(悶，広島). 
f四民地方J(問，高松)， r九州地方J(問，滋間).の9増方，第二案として.r関東地方J.r信越地方J.
「近畿地方J.r東海地方jの4地方が予定されている。
49)鈴木，高官掲論文(波 28))349ページ。

50)西本塁審「戦後における文部行政機構の法制と環掛→J円七島道大学教育学部紀要J46号(1985年)81-

82ページ。

51)鈴木，前掲論文， 364ページ。

52)井深雄二 f教育委員会法の立案準備過程J，名古屋大学教育学部教育行政及び制度研究家『戦後日本の

教育行政改革(教育行政研究3号)J(1981) 18ページ。

53)但し， ζれまでにも「三原則J論への疑問が提出されてとなかったわけではない。例えば，古野博明「戦

後教育行政治l度改革と教育自治H北海道大学教育学部紀婆J23号 (1974)では， r三草案則の定式化jが，
「教師の教育行政参加を意識的に欠務させるJ(146~147ページ)機能を果たした点についての批判が提

起されている。また， r三原則JJ論へのイデオロギー批判という視角からではなく，係員IJそのものの捉え
方の問題として， r三原刻jを並列的にでなく「構造的，統一的に把握する見地Jという提起もなされ
ている(鈴木英 r教育委員会制度の意義Jr教脊の地方自治(講藤教育法6)J， 1981，総合労働研究
所， 110ページ)。けれども， ζれらの再検討への提起も，戦後教育改革の理念・原則の継承という点iζ

大きな比重が霞かれている。法理念・原則にもかかわらずそれに教書ました，あるいはそれとのズレをも

って存在する諸現象をも含めた，対象のもつ論理性を説明しうる仮説・分析視角の蓄積は，いまだに手

薄な状態にあると思われる。

54) r朝日新開j1946年10月6日。
55)田中耕太郎は後に，自らの懐いていた構想、が「大なる障碍1<::逢着j したと述べ， rζの障碍が内務宮僚
及びとの系統1<::属する文部官僚の側iζ存在していたζとは言をまたない….J rその理EI3は教育行政が
知事の手から独立すれば，知事はその権限の筏めて重重要な部分を失うととになるという，縄張争い約な

鋭念1<::由来するのである。我々が決して文部省の縄張りを拡強しようなどという，官僚的動機iと支配さ

れていなかった乙とだけは何人にも断言し得る。Jと，文部省の縄綴り意識の存在を否定している。(田中

耕太郎「地方教育行政の独立についてj教育法令研究会『教育委員会一理論と運営J1949年，持率通信

社， 227~228ページ)けれども，仮に問中耕太郎のさ史観的意閣がそうで三なかったとしても，乙れまで検
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討してきた一連の文部管の構想が，客観的に「内務省の遺産を…-分捕る」如き.つまりは「地方分権

の実は殆ど無Iζ帰するJような内等のものであった ζとは，断じて否定し得ない。

56)内務省解体の経緯，及びそζでの内務省及びGSの対応等の問題につき，平野孝「戦後改革と内務省の

解体J，EE口富久治編r主要諸国の行政改革J(1982，動翠警房)，なお同じく平野「戦後8本官僚機構の
形成一一アメリカの対内務省政策を中心I;::-Jr歴史学研究J516号(1983年5月)をも参照。

53 

57) 1947年5月5日「内務次官・スォープ会見要旨jにおける斉藤昇内務次官の発言。自治大学校 f戦後自

治史¥ls(内務省の解体)J(1966) 46ページ。

58)向前『戦後自治史咽J53-54ページo

59)地方教育行政の分離・独立に内務省が反対していたのに対して， C 1 Eのトレイナーは「内務省相手の

戦いは六・三斜の時以上であろうと思う o 彼等はどζまでも官僚的に教育を彼等の支配下lζおきたいと

希っているJと述べている(1947年3月6日，連絡委員会記録。但し，鈴木，前掲論文【注 28)]356~ 

357ページより重引〕。

60)海後宗侵 rc1 Eと軍事法廷での証言Jr教育学五十年J(1971，評論社)193ページ。
61)前掲，平野論文(1982)は，内務省の解体についてGSの f分権化の覚書jが「解体Jではなくあくま

で「分権化Jを要請したものであって，それが解体lζ譲った直接の契機は，内務省の対応の問題性(内

政省案)にあった，との見解を述べている。内務省解体婆国についてζの見解の当否は別として，乙の仮

説を試みに文部省の場合にあてはめて見ると，文部省の占領軍 (CIE)への対応が従II泊，ないしは概ね

支持できるものだ、ったが故に解体を来さなかった，との見方が成り立つo ζのような側面があったかど

うか，まして，それが主な要因であったのかど、うか，現在のと乙ろ確定し得ないυ ただ.元内務官僚の

見解ではあるが，上記の見方lζ通じるような次の如き発言がある。

「……私はよくいっているのだが，私々が頑張ったから，大蔵省が助かった，文部省が助かった。内

務議と司法省はやられた。(中略)次には当然iζ文部省がやられていた。文部省は，教育の民主化とい

うζとで，教育制度を改変すると共lζ，文部省自体をも民主的な教育委員会といった制度に，大蔵省も

財政金融のコントロールとか調餐とかe大なカを持っていたので，それもさ当然組上にのぼるo それを内

務省が頑張って，昭和二十二主手一杯頑張り通している簡に，司令部の管理政策は変り出して来た。Jr私
は内務省がつぶされてから，総理府の審議室iとはいったが，その持，しみじみと内務省がつぶされたの

は当然だなと思った乙とがある。それは総現府のやっている司令部との交渉のやり方は，私からみて，全

く主主ぬるくて仕方がなかった。(中盟各)私Kいわせると，位負けというのか， ff症にも分るととにも，位

負けするという ζとがfljる所iζ多かったのだろうと思う O 我々はそんなととには一向にかまわなかった

ので，平気でやっていたから，選正当りも強かったのではなし、かと思う。いずれにせよ，はいさようでと

ぎいます，というのは，あまりなかったのだから，自宅をつけられていたのに，さらに拾主主をかけたζと

にもなったかも知れない。J(小林興三次「内務省の解体地方自治対策一戦後の覚著書(その2)J r自治研
究J40巻2号.1964年2月o 102， 104， 105ページ。)

なお，現在までの研究は，以上とむしろ反対に， C 1 Eが文部省の解体・廃止という政策を持たず.

むしろ「存E撃を前提Jとしていた，との見方を支持するものである(鈴木英一「文部省の組織改革j前

掲， r戦後日本の教育行政改革(教育行政研究3号)J所収。特iと55.64ページ参照)。
今のと ζろ筆者の言える点、は， ζれらの見解は恐らく必らずしも排他的な関係のものとは言えないで

あろう，という ζ とである。 CIEの政策と，文部省の対応とは粉立競定的な側関を伴って進行したは

ずであり，文部省存置の要問も尚者の相互関係iζ規定されたものと思われる。勿論，両者の主徒関係は

あるはずであり，それは確定されるべき問題であるo

第2輩 文部省の国家関与法制原理の f転換jとその性格

1. 占領下における教育立法改革の性格

前章で述べたような， r官制J秩序とさらにその上に国家関与にかかわる廃到な法制を予定し
た当初の文部省の構想、が，どのような経過を辿って，文部省設置法で打ち出される「指導助言j
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法理へと変転していったのか，そして，そ ζで成立した「指導助言J法理がし、かなる性格をもつ

ものなのか，これが本章の課題である。

と乙ろで上記の過程は，占領下の改革過程として進行したので、あるが，序章でも触れたように，

そこで進められた法制度改革の性格を検討するに際しでは， r間接統治J(辻清明)による「占領j
という特殊な条件を考慮しないわけにし、かなし、。占領下の文部行政機構の骨格に関わる諸改革は，

1949年の文部省設霊法の制定をもって一応の収束を見る。 ζの法律の制定議会において，文部省

当局者はその改革の f根本方針Jを次のように打ち出すに至る。

r.…一文部省の機構改革の根本方針は，従来の中央集権的監督行政的の色彩を一新いたしま
して，教育，学術，文化のあらゆる屈について指導助言を興え，また乙れを助長育成する機関

たらしめるという点にあるのであります。l}J

乙こには， r中央集権的監督行政」機関から， r指導助言J・「助長育成j機関への，文部省の性
格転化という基本線がはっきり示されている。碍様に，文部省設置法の準備段階で作成された省

内文欝， r文部省設讃法制定基本方針2)J でも次のような方向が明示されている。

「文部省の性格が，従来の中央集権的指導統制機関から，教育の地方分権の原fllHζ従って，

援助助成機関に移行したので，左の嬰舗により，文部省設置法を制定する。

一，教育学術文化の内容については，文部省は，法律により基準を設定し且つζれに基づく専

門的指導助言を興える乙と。但しその内容の指導助言については，権力行使を伴う強制lζ陥

る一切の行為を排除すること。J(傍線は原資料に付されているもの)

乙ζでも，文部省の性格転化を前提として，その任務を，法律による「基準j設定と，それに

基づく f指導助言J(権カ的関与の排掠)に隈定する方針が示されている。こ ζlζ示されている

政策基調は，戦後初期から田中文相窮に至る文部省の構想に重かれていた，強臨な宮治的・権力

的な指向性とは全く異質のものである O ζのような文部省の立法政策基調の変更は，端的に言っ

てCIEの主導する地方分権化政策の推進と，それへの文部省の対応の過程で、引き起されたもの

であるo

近年のCIE側の政策文書についての研究が進む中で，戦後のかなり思い段階において， C 1 

Eが「非権力的な指導助言機関としての文部省像3)Jを構想するに至っていたζとが明らかにさ

れている。例えば， 1946年の段階で既にCIE内部で， r文部省は，統制的，命令的組織から専
門的助言援助・基準設定の総織にかわること 4)Jが提起され，さらに又「我々が同意する最底限

の権限をもち，かっ監督権 CPowersof ControDをもたない文部省を用意する 5りという構想

が生み出されていた。田中文相期 (]946年5月22臼-1947年 1月31日)の文部省が，先述したよう

な構想に終始していた当時期に，既にCIE内部では， r監督J機関から「助言援助・基準設定」
機認へ，という文部省の性格転換構想が描かれていたのである。

しかし，このような転換は，単線的，スムーズlζ行なわれたわけではなl'oそれは， r占領J
という条件下でCIEの主導する立法政策の制約下に置かれながらも，それが f間接統治jとい

形をとるものであったが放に，法の立案・執行を直接に担う主体として，文部省が位讃づいてい

た，という事情に関わる。 CIEの主導した地方分権化政策に対して，文部省が様々の抵抗を試
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みたことがすでに明らかにされつつある。問題はそのことが持つ意味である。もとより，教育委

員会法のように， C 1 Eの関与が本格的かつ強力なものであった場合には，法律案として帰結し

た内容は， C 1 Eの立法政策を強く反映したものとなっている。しかし，その場合でも執行権力

としての文部省が，それらの立法構想を全面的に支持していたわけではな~)o 例えば，教育委員

会法で、の公選餅の採用について，文部省が最後まで強い抵抗を示したこと，またCIEの強力な

関与でその実施が不可避になった段構でも，文部省は原則的本針としてはそれを受容しながら，

実際にはその延期 Cf暫定任命制J)を企関していたζと等が，明らかにされている円 CIEの

強い関与がなかった場合， r恐らく公選制実施の機会は永遠に失われたであろう 1)Jという事態は，
強い現実味を帯びて存在したのである。

「占領」改革という特殊条件下で進行した教育立法改革において，乙のような，原則的方針の

形式上の受容と，にもかかわらず実質上はその f暫定J化，あるいは例外の設定等により，改革

の実現を抑止しようとする文部省の対応は，追って見ていくように他にも随所に見られる一つの

特徴をなしている。このような事情のもとでは，制定法が規範原理として持つ性格と，その語い

・推進者の性格とは必らずしも一致しないものとなる。より端的に言えば，制定法そのものが

持つ「改革」性と，それに対しての立案過程及び執行過程までをも担う執行機力(文部省)の性

格との間iζ，零離・ズレが存在するのである。新しい法律の制定は， r改革jの進展の重要なー
画期をなすものであるが，その「改革jの成果が十分に現実のものとなるか否かは，その後の法

の執行・運用過程の如何に多くを依存する。そしてそこでは，乙の過程を授制していくところの，

執行権力としての文部省の性格が大きな焦点とならざるを得ないo 乙の開題は，文部行政機構改

革の帰趨，とりわけ文部省の国家関与形態の「転換Jの性格を吟味するに際しても，ひとしく考

慮しなければならない点であるo そ乙でまず，ここでは以上の事情がどのような形で現われたの

かを，学校教育法 0947年3月31日[法26号J)による改革を素材として簡単に示す。そのこと

で， C 1 Eの地方分権化政策iζ対応した文部省の性格を抽出するための，一つの手がかりとした

し、。

学校教育法が，非常に広範な事項について， r監督庁」がこれを「定めるjとの委任規定を有
し，なおかつ，この「監督庁jを「当分の間……文部大臣とするJC法106条)とする制度をとっ

ている問題は，銑に周知の点である。乙の制度は，当初の文部省の構想にあっては，全て「命令J

iζ委任されるものとされていたへこの「命令」への租括的委任の制度は， f命令Jという行政

立法形式により(行政裁量の温存)，広範な権隈を閣に回定化させる乙と(中央集権の祖存)を

企図するものであり， C 1 Eが掲げた， r基準Jの法律化と分権化という二つの方向と真っ向か
ら対立するものであった。

しかし，乙のような委任規定は，法の立案過誼で， C 1 E により「命令jから「所轄教育当局

CCompetent Educational Authority) Jへと変更されることとなったへこの変化が制定法で

「監督庁Jとなって表わされているわけである。しかも，乙の「監督庁J= r文部大臣Jの制度
は，文部省当局者からも暫定的性格である旨が述べられていた。

「……乙れは f当分の間』という乙とにいたしておるのでございまして前にも申し上げまし

たように，将来は各都道府祭及び市町村に教育委員会というようなものを予想いたしまして，

それが完成いたしました場合においては，相当の部分を都道府県，市町村に移しまして，文部

大臣の権隈からはずしていいのじゃないかJC学校教育法制定議会での剣木亨弘[当時，学校
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教育局次長]の答弁)10) 

ζ乙には，当初の集権的機構の固定化から一歩進んで，分権化への過渡性が反映されている。

論者の指摘する通り，学校教育法の f監督庁Jへの委任規定に皮咲されている「過渡的性格j

とは，第一l乙「教育制度の基準も命令で定めるのではなく法律で定める方向jへのそれであり，

第二に f徹臆した『地方分権』化Jへのそれ，としてとらえられる山。以上2点の方向性の前者

を仮に〔行政裁量から法律主義へ入後者を〔中央集権から地方分権へ〕という文脈で示すとす

れば，行政裁量と中央集権lζ共通して流れているのは，教育が国の事務・習の責任である，とい

う論理であり，法律主義と地方分権のそれは，教育は国民のものであり，それ故教育は地方の事

務・地方の重任である，という論理であろう。そして，大筋の対応関係として認められるのは，現

実の改革過程において，前者を担ったのが他ならぬ文部省であり，後者を推進しようとしたのがC

1 Eであった，という縫図である。もとより，乙のような対応関係を余りにも図式的・罰定的に理

解する乙とは妥当ではない。後続の改革におけるC1 Eとの折衝過程を通じて，文部省の対応には

一定の変化が見られるのである。それは一語では，新しい改革構想、の文部省による採用であるが，

他面，それはCIEの関与による余儀ない受容である，という側面をも持つのである。いずれにし

ても，学校教育法における「監督庁j規定に皮映された f過渡性jは. C 1 E による地方分権化

政策の推進を超点とするものであった乙とは明らかである。

しかし，以上の乙とは.r占領J改革が辿った基本軌道と，それを規制した政治力学とも言う
べきものの，一方の側面に過ぎない。もう一方の側面は，改革の進展には絶えず文部省の主体的

対応一一それが積極的で‘あれ消極的で、あれーーという契機が媒介されているという点にあるo 乙

の側面もまた，学校教育法の「監督庁j規定の有する f過渡性J~ζ反映されている O 先に，文部

省当局者(剣木)による分権化への「過渡性」を示唆する説明を引用しておいたが.}JIJの所で同

じく剣木は次のように，それとは逆方向を向く政策意思を披漉している。

f監督庁とありますのは，当分の間文部大臣となって居りますけれども，それを将来都道府

県の所謂地方に監督庁を移しますが，或は此の監督庁を文部大臣の健全国的に矢張り統一を必

要とするものを残しますかは，其の地方の分権の程度に依りまして，残さなければならないら

のは矢撮り将来共に残さなければならないものがあると思います。(中略)全国的に矢張り統

一しなければならない場合は，相当或る程度文部大臣に残るものがあると考えます。J12) (傍点、

引用者)

ζこに示されている見解は.r監督庁J規定の「過渡性jがその後どの程度まで発展するかは，
「其の地方の分権の程度に依jるという ζと，つまり直接には，その後のCIEの分権化政策の

如何，及びそれに対する文部省の折衝如何に委ねられる，という政策意思を示したものと読める。

しかし，ともかく「監督庁Jへの委任規定の成立により，実質上，集権的制度はひとまず存続

される結巣となったのであり，文部省としては，いわば、名より実、を取る乙とに成功したの

である。しかも，その後の史実が示す通り.r監督庁J= r文部大臣Jという制度は恒常化され
るところとなる。追って明らかになるように， ζの問題は文部省の国家関与機能の限定化，とい

う課題に対してほとんど決定的と言っていい限界を闘する乙とになるo ともあれ，この帰結が意

味することは.r監督庁j規定に反映された「過渡性jを，より徹底化するのか，あるいは可能
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な隈りの現状維持を図るのか，という点をめぐっての，法の立案・制定過程の段階からはらまれ

ていた問題が，後者の方向で，つまり文部省の当初の構想が生き残る方向で固定化されたという

乙とである。以上のような経緯を，当時，学校教育賠庶務課長として法律の制定に関わった内藤

誉三郎が，次のように述懐しているのは興味深い。
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「ともかく彼等の徹底した地方分権で，権限を全部教育委員会へおろせというのです。そう

したら教育行政はバラバラになってしまう。そ乙で学校教育法では，監督庁という言葉で司令

部をだました。そして後になって，文部大臣がやらなければならないことは全部文部大臣とし，

地方lζ任せてよいものだけ府泉におろした。ともかく当分の問コレとコレは文部大臣の権限で

あると附員1]1ζ書いた。その辺までは司令部も応じてくれた。さもなければ文部省の権限など吹

きとんでしまった。J13) 

乙の述壌は，先に指摘した「占領j改革の帰趨を条件づけたこつの側面の絡み合いを，文部省

の側からよく物語っていよう。もとより. C 1 E側が「監督庁J規定の問題点を認識していなか

ったわけではなく，内藤の「司令部をだましたjという表現などは誇張に過ぎよう or監督庁J
= r文部大臣jの制度が可能であったのは，あくまでも「その辺までは可令部も応じjた故で
ある 14)。しかし，そうしたCIE側の譲歩にも，文部省の対応・働きかけが影響を与えているこ

とは疑いない O そして，文部省が初めから.r当分の問」ではなく，一貫して「監督庁J= r文
部大臣Jの制度に固執していたのだとすれば，この制度の「過渡性」の点、については，まさに「だ

ましたjとの評価もなり立ちうるのである。

ともあれ，以上の若干の例から.r占領J改革下での制約を受けながらも，なおかつ相対的に自
律した執行権力として文部雀が位置づいていたこと，またそうした自律性を可能な限り保持しよ

うとして，文部省がCIEの立法政策にどのように対応するのか，という事情の一端は知り得た

であろう。学校教育法の「監督庁」制度の成立の場合がそうであったように，ある法規範・法制

度は，それの損い手・推進主体の立法政策を何らかの形で反映して成立している。従って，立法

改革の性格はその担い手の性格を離れては十分に捉えられない。さらに成立した法規範・法制度

がその後どのような帰趨，あるいは展開を示すのかは，とりわけで執行権力(文部省)一一法の

立案のみならずその執行過程をも担うものとしてのーーの性格如何に大きく依存するのである。

以上の観点から，次節以降の分析においても，法の立案・準備過程の諸段階で示した文部省の立

法政策の性格，とりわけ新しい規範原理の登場に対応した文部省の性格に検討の力点が置かれる。

2. 文部省による一般的監督権設定の試みと，その消失過稜

教育委員会法に連なる法案は椙当の数にのぼると見られるが，それら諸法案の全貌，及び立案

過程の詳細に立ち入ることはできない 15)。ここでは，主題lζ関する限りの諸事実，すなわち，文

部省の国家関与にかかわる法制原理の変転の経緯，及びその契機が押えられればよL、。

前章で克た通り. 1947年 l月15日「地方教育行政lζ関する法律案JIζ代表される，文部省の地

方教育行政機構改革の構想は.r官制j秩序プラス濁到な監督関係を規定している点に大きな特
徴があった O 乙の構想はその後，がI産かの変容を経て，教育委員会法，文部省設置法へと収赦し

ていくのであるが，その過裡で，文部省が示した最初の立法政策の変化は，まず「官制J機構の

設定を取り止める方向iζ現われた。すなわち. 1947年 1丹158法案にあった.r地方J，ζ置かれ
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る「官」たる「地方教脊総長jを中核とする，間と府県との中間段階の「地方j機関は，その後

に作成されてくる諸法案の中では一切規定されない乙ととなる。

ζの変化は，地方教育行政機関が，国の機関 cr官制J)としてではなく，あくまで地方の「自
治」的な機関として設定されるという乙とであり，機構様式の原理的転換を意味する。戦後教育

改革l乙擦しても，文部省の中l乙，教育(特に義務教育に関わるもの)が国の事務であるとする観

念が温在されていた点、が指摘されている。乙の観点、から見れば，地方教育行政機関を「官制J的

に設定しようとするのは，そうした教育事務の性質(医家事務性)Iζ，その事務の遂行機関の性

格(国の機関)を合致させることに他ならず，機構設定の論理としてはむしろ嘗尾一貫性をもつ

ものと言える。当時にあっては，<国の事務ご国の機関>という対応の論理は抜き難い、常識、

として存在したと患われる(内務省における，公選知事官吏論iζ流れていたのも乙の論理であ

ったいこの対応関係の論理を全く不動のものとする限りにおいては，地方教育行政機関の「官

制Jから「自治J的機関への変更は，まさに「涼理的転換Jと言うに値する。なぜなら，それは

教育の国家事務性を否定することを含むからである。

しかしながら，文部省が「官制Jの設定を中止するに韮った乙とが，文字通りにこのような「原

理J上の転換を意味したか否かは大いに疑問の残ると ζろである。それは，第ーに「官制j機構

の中止がもたらされるに宝った契機の問題に関わり，第ニに， r宮税Jの消滅後も相変わらず文
部省によって，中央一地方の監督関係の設定が提案され続ける乙との問題である。

第一の， r官制J中止の契機は， C 1 Eの興与に基づくものであった。文部省内文書警， r教育委
員会法案制定経過の要旨jはその点を次のように記している。「昭和二十二年一月席目新委員会の

建議の線に沿うて立案し C1 EIζ提出したところ，教育委員会は議決機関として，教育長を執行

機関とする考え方及び，ブロック的な数府祭を一単位とする地方教育委員会の構想は否認され

たI針。」つまり， r官制」機構の取り止めは，明らかにCIEの関与という外在的契機によっても
たらされた変化だったのであり，<国の事務ご留の機関>という論理の全面的否定を必らずしも

意味しなL、。さし当ってこ ζで取り下げられたのは， r国の機関jという部分であり，ここから，
f自治j的な機構様式を前提としながら，いかにして事務の国家的性質を保持するか，という第

二の問題が生じてくる。

f官制jの消滅は，儲から地方へ，及び地方の段階別による監督関係の設定を，必らずしも排除

しない。「自治監督Jという用語が示すように11).r官制J的機構様式の消滅後も，行政機額相互
の監督関係はなお存続する余地があるのである。事実 1月15日法案の後に作成怠れてくる文部

省の f地方教育委員会法要繍案」諸案は，相変わらず次のような一般的監督関係を規定している

(1947年4月30日案，同5月208築，問5月初日案，同6月208案が該当する。規定内容はほぼ

同様であるが，ここでは6月208案を示し，それとの異同部分のみ括弧内に示す。)。

「第70条 市町村教育委員会は，第一次において都道府累教育委員会の監替をうけ，第二次に

おいて文部大臣の監督をうける乙と。(政令の定める事項については市町村教育委員会は，

都道府県教育委員会の監督を受けること。 [4月初日案68条J)都道府祭教育委員会は，文

部大臣の監督をうける乙と o [以上.c )内を除き全案共通。 4月30日案68条 5月20
日案61条 5月268案65条J)

第71条 地方教育委員会が国の機関として処理する教育行政事務については，市町村教育委

員会は都道府県教育委員会及び文部大臣の指揮監管そ受け，都道府県教育委員会は文部大
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臣の指揮監督を受けること。 [5月20日築61条ノ2. 5月初日案66条](市町村教脊委員会及

び都道府県教育委員会が行う国の教育行政事務については文部大自の監督をうける乙と。

[4丹308案69条J)

乙うして，中央 域方を通ずる監督鵠係は月訪日案における.<文部大臣→地方教育総長

→都道府県(教委・教育長)→市町村(教委・教育長)>が.<文部大臣→都道跨泉教委→市町

村教委>という機構に編成替えされつつ，なおその実質的内容は保持されると見なければならな

L 、。
もとより，先に指摘した通り，乙の変化は「官制Jを通じた監督か，あくまで「自治」を前提

にした監督か，という点で大きく奨なる。先案において.r地方jI乙置かれる「官」としての「地
方教育総長jIζ統ーされていた機能は，それ以後の案では，一方では文部大自に，他方では都道

府県教委に，と分離を余儀なくされている。これは明らかに，国(文部省)の意思を地方に媒介

すべき中関機関の消滅iζ伴う変化である。代わって都道府県に，国家意思の媒介機関としての性

格が与えられ，かっそれが「自治j的機隠であるが放に，前案には必要のなかった文部大臣の監

督権が規定されると ζろとなるのである。こうして国と地方の媒介機関が.r宮制jから「自治J
機関への形態変化を示しながらも，依然，従来とほとんど同様の内容をもっ監督関係が保存され

ることとなる 18)。

文部省は，同法案の早期成立を白ざして着々と準備を整えて符く。「地方教育委員会法要綱案J

は. 1947年6月25日，務育刷新委員会第三特別委員会で検討され，その結果が7月4日の総会へ

報告された。また，時じく 7月頃，文部省は，法務省，内務省などに法案に対する意見を求めて

おり，法務省は「異議なしj. 内務省は「強い反対jを唱えたという 19)。乙うして 7月148に

「地方教育委員会法案」が政府原案として発表されるに至る。しかし. C 1 Eはその法案の内容

について.r一項たりとも承認を与えていない20)jとの立場をとっており，実際に法案の盟会提
出はなされなかった。乙の鰐の経過を通じて法案の内容が 6月初日案を最後として間ーのまま

であったのか否かについての詳細は明らかではないが，少なくとも上述のような監督関係の設定

については，ほぼ向ーの内容のまま推移したと見てよい。その事は，後になされるCIEからの

修正意見からも支持しうる。

1947年6月に文部省からC1 EI乙提出された法案に対して. C 1 Eからの公式田答と修正意見

が示されるのは同年の12月初頭のζとである。それが. C 1 Eの「市及び都道府県教育委員会法

案の再起草のための示唆21)j0947年12月1臼)である。そこでは.r 3.文部省Jの項目の中で
f(4).文部省は市及び都道府県教育委員会に対する統制権を持たない。 (TheMinistry of Education 

控室(willhave)no control over city and prefectural boards of educationJ J (括弧内は，下線部

を消して書き込まれているもの。)と述べられている。さらに.r16.削除すべき条文」の中で f第

58-68条Jが提起されており，その中に先に述べた一連の監督規定が含まれている22)。

乙の修正意見は，翌12月2日，正式に文部省へ伝えられるが2へこのCIEによる働きかけを

契機として，文部省の一般的監督権設定の試みは退けられるに至った。事実，乙の修正意見以後，

文部省によって最初に作成された1947年12月28日付法案では，先述のような監督規定は一切消失

しており，代わって中央と地方の相互関係に関わる規定は.r報告書の提出Jとして「市の教育
委員会は文部大臣及び道都府県の教育委員会に，都道府県の教育委員会は文部大臣にそれぞれ所

轄する区域の教育に関するV報告書を提出する乙と。J(第34条。向じく 1948年1月24日付法案の
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第52においても，マの部分に「年報その他必要なjが挿入される以外は同様である。)

のみである24)。

を有する

乙うして我々は，当初の文部省が企図していた， ~自の強臨な監督下に従属する地方教育行政の

構想から国(文部省)と地方の間の一般的霊長督関係を一切規定しない構想に辿り着いた。そし

て，乙の軌道修正を方向づけたのは，乙 ζでもまたCIEの関与と，それへの文部省の対応，な

かんずく CIEの主導伎にあったのであるo その経過の事情を，当該時期にわたって文部省の参

与的立場から，法の立案lζ関わった田中二郎が，次のように述べている。

「……終戦謹後におきましでも，教育行政を完全に地方分権化するという考え方は，文部省

の中になかっただろうと J思います。あくまで文部省が窮極の責任を負って教育行政をやってゆ

くのは当然で，ただその教育行政にや1らかの形で民意を反映する方法をとり入れてゆきたし、と

いうのが当初の意向であったと患います。(仁科略)その案の要綱を文部省で用意してGHQI乙

持って参りました際に，最初の案では，たしか文部省が教育についての全責任を負うという考

えに沿った案だったと思いますが， C 1 Eの関係官の話によって，向側の意向もだんだん明ら

かとなりました。その意向によると義務教育に関して基本的な計圏各立て，それを実現するた

めに法律を制定するということは，文部省の責任においてなすべきことではある，しかし具

体的にその法律のわくに従ってどういうふうに教育をやっていくかという問題は，完全に自治

体の白血に行うべきことであって，それに関しては文部省は一切の指揮監督権を持つべきでは

ない，住民から選ばれた教育委員会というものが住民に対して責任を負って教湾行政を担当し

てゆくべきである，という考え方がはっきりと示されました。その結果として，現在の教育委

員会法のような構想によった案が実現するようになったと記憶しておりますoJ2吋傍点号i用者)

この回想に，文部行政機構改葱構想の軌道修正が一一今の主題iζ限って言えば一般的監督権消

失の過程が一一CIEの関与を直接的契機とし，それとの交渉過程でもたらされたものである乙

とが，よく示されているであろう o

と乙ろで， C 1 Eの要求と関与は，以上の点にとどまらなかった。それは先の1948年l丹24日

の要綱案にさえ無かった， r法律l乙別段の定がある場合の外，文部大臣は，都道府県委員会及び
地方委員会に対し，都道府県委員会は，地方委員会に対して指揮監督をしてはならないりとの，

文部管の監督権排除を慈臨する念入りな規定の出現(議会提出法案の54条2項，制定法では多少

の修正を経て55条2項)に鵠わる。この規定の出現は， C 1 Eの示唆，内面指導といった範囲を

越えて，より直接的半ば強制的な関与によってもたらされた。

1948年4月2B， C 1 Eは，それまでのように，文部省案に対しコメントし修正意見を述べる

のではなく，自ら法案を作成する。乙の法案の47条に， r府禁教育委員会は年報その他必要な報
告書を文部大臣lζ提出すること。しかし，文部大臣は，府県及び地方の委員会iζ対して行政的監

督権を持たない (theMinistor of Education shal1 have no administrative controD 026) Jと規

定されていた。河法案はその後， GSとESSの承認を縫て (4月7B)，文部省に提示される

は月 8日)。乙れがCIEのかなり強屈な政策意思を示すものであった乙とは，前出「教育委員

会法案餅定経過の要旨Jが，乙の経緯を次のように記していることからもうかがえるO

「然る所， 4丹8BIζ到ってC， Eiま， G， Sと完全な諒解を得たと称して，英文法案
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を示し乙れを日本文法案に訳してC. 1. Eへ提出し最後の承認を得るよう申渡された27)0 J 
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CIEの法案の同条文に対する文部省の意見は，省内文書「教青委員会法案要趣J(1948年4

月26日28)) によって知ることができる。そ乙では.r中央と地方の関係Jという項目の中に.r司
令部意見」として「文部大臣は府察及び地方の委員会に対して行政的監督権を持たない乙と。J

とあり，それに対する「文部省意見jは「削除jと記されている。しかし，文部省のこの意向は

CIEに入れられるところとならなかった。以上の経過についても，開じく倍中二郎が次のよう

な由想を残している。

「最後にCIEの方から，文部省は，地方の教育行政というものについては何らの指揮監督

権を持つものではないということを書いた条文を示しまして，乙の条文を教育委員会法の中に

はっきり規定するように，ということを強く要求される破自になりました。乙の規定は，当初
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乙乙で述べられている. C 1 Eの方から「条文を示jされ，その規定を「強く要求されJたと

いう条文が，先の指揮監督権の排除規定である乙とはすでに明瞭であろう。そして，文部省が一

貫して追求してきた，一般的監督権設定の試みが退けられただけでなく，進んでその積極的排除

規定をCIEから f要求される破ElJに至ったのは，かえってそのような文部省の守旧的対応の

然らしめる所でもあったであろう。

なお，乙の条文の成立に関わっては，法案が議会へ提出されて以降にも. C 1 Eの関与が及ん

だことが確認できる。 rr教育委員会法案』に対する連合国総司令部，民間情報教育局 (C. 1. 
E)の修正意見(仮謬)30) J ，ζよれば，議会提出法案の「第五十四条第二項において『法律に』
を『乙の法律lζ』と改める。 f指揮監督』を『行政及び運営iζ関する指揮監督J，ζ改める。」とい
う二点にわたる修正が提案されている。後者の変更の，英文上の意味は「“noadministrative 

control"を“noadministrative nor operational control"に改める意味31)Jだとされた。乙の修

正は，制定法では「行政上及び運営上指揮監督しではならないjという形で織り込まれているo

より重要な意味をもつのは，前者の修正意見である。議会提出法案では，指揮監督の排除は

「法律に別段の定がある場合の外Jという限定が付されていた。 ζの短い一句が示唆する文部省

の立法政策の意図は，少なくとも既に制定されている法律については， ζの条文の適用を除外す

ること，及び将来制定される別の法律においては，監督関係の設定があり得るということである。

乙れと対照的に，従前の文部省がその中で一般的監督権を規定していた諸法案では，いずれも監

督権の行使は.rζの法律の定めるところに従つてのみ，これを行うことができるねりとされて
いた。乙れは，法律によって一般的監督権を先取り的に確保しようとする政策意思を示している。

それに対して議会提出法案の段階での文部省の政策意思は，後の法律による，個別的監督権設定

の可能性を留保しようとする構想へと，変化しているのである。言うまでもなく乙の変化もまた，

CIEの関与とそれへの文部省の対応によってもたらされたものであるが，それがさらに.C 1 

Eの修正意見のように.r乙の法律に別段の定がある場合の外jと改められるとすれば， ζうした
将来の個別的監督権の可能性すら閉ざされる乙ととなる。文部省側は，当然のごとく乙の修正意
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見lζ対しては，次のように強い反対の意思を表明した。

rr法律』の上iζf乙の』というふうな文字を入れますと，単iζli十四条の第一項にあります
年報その他必要な報告書を提出させる乙とだけになるのでありまして，その点では，そういう

乙とになりますると，文部大院は法律の執行について，国会に対して責任を負うものであるにか

かわらず，さようなことは全然できなくなる。また今後指揮監督をすべて法律に定める規定に

よってなすζとを原案にはうたってあるのでありますが，そういう意味からいっても，今後で

きる法律，また現在あります他の法律，たとえば学校教育法等におきましていろいろな規定が

どざいますが，それらの規定とまったく矛盾するというふうなζとになりまして，はなはだ、法

全体の立場から申しましても不都合を来すのであります。『乙の』というふうな字を入れるこ

とは断然反対でどざいます。J33) (傍点引用者)

以上，検討の寵接の対象としては，地方教育行政の改革構想、を取り上げ，その変容の過程を辿

ってきた。しかし，それ等が中央教育行政機関の改革の問題と不可分に関連したものでもあった

点に，改めて注意を喚越しておきたい。一方で，文部省が一貫して保持しようとした自らの一般

的監督権設定の試みは，取りも直さず，文部省が描く中央教湾行政機関の性格を反映していた。

他方で，先の田中二郎の閉想、にもあった如く，教育委員会法立案の過程で， C 1 Eが文部省の権

眼を君民主主化しようとしたのは，その乙とが，それと連なる文部省改革の構想、と表裏の関係にあった

からであった。従って，地方教育行政の改革構想、をめぐるCIEと文部省の対立は，裏返せば中央，

つまり文部省そのものの改革をめぐる抗争でもあったわけである。地方教育行政機構をどう編成

するか，という問題は，すぐれて中央教育持政をどう泣霞づけるか，という問題でもあるのであ

る34)。

3. r指導助震J法護患の成立とその性格
占領下の改革立法の性格を吟味するに際し，占領権力と尽本側の執行権力との椙互連関が形成

する，特殊な条件を考慮する必要性については既に述べた。学校教育法，教育委員会法の立案・

変転過躍が， C 1 Eと文部省各々の立法政策の相違，及びそれらに基づく CIEの関与と文部省

の対応，という諸条件に規制されて進行した点も，既述の通りである。

と乙ろで，文部省設霞法の性格の検討に当たっては， C 1 Eと文部省の動向の他に，更にもう

一つの契機の介在を考慮する必要がある。もとより，中央教育行政機関(文部省)の改革構想、を

めぐっても， C 1 Eと文部省との間には対立が存在した。 CIEは比較的早い頃から，文部省を

法律による基準設定と専門的指導助言を行う機関たらしめる，という構想、を持っていた。それに

対して文部省は，告らを教青・学術・文化についての包括的責任機関たらしめようと企関し続け

てきた。乙の試みは，教育委員会法の制定により選択の騒を狭められてきたとは苦え，そ乙lζ文

部省の f対応Jが働く余地はまだ残されていたので、ある。しかし，乙うした両者の対立する構想

私他方では，文部省を政策立案及び執行を行う官庁として，つまり従来通りー省として存続さ

せる，という点に関する限り共通であった。

第三の契機は， ζの点に対立する構想の存在に求められる。そうした構想、は，いわゆる「中央

教育委員会Jを設置しようとする諸案に含まれている。乙れら諸案のうちいくつかの構想が，文

部省及びCIEのそれに対立する性格を含んでいるのであるが，その対立面はおよそ次の二つに
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類別できる。一つは，省としての存置を前提にしつつその政策立案機能に制約を加える意味を持つ

もので・あり，そ乙では f中央教育委員会J(但し諸案で名称は同一ではない)は諮問機関ではなし

審議・議決機関として設定される。もう一つは，省としての存続を認めないもので，内閣或いは

総理庁に行政委員会的な「中央教育委員会Jを設置し，そ ζに事務局を付置する，という構想で

ある。

第一iζ分類される構想、は，例えば教育刷新委員会の第9間建議(1947年12月278)，開第四回

建議(1948年2月7日〉に表われている問。第二に属する構想は，内閣に置かれた行政調査部等

において検討された諸案に見出される36)。乙れらのうち，特に第二の構想では，文部省が大臣を

擁するー官庁として存続し得なくなり，文部宮僚が企留してきたと乙ろと真っ向から対立するも

のである。かかる構想は機関レベルでは専ら行政調査部等の，いわば f教育界j外の機関に担わ

れたものであった。けれども，それに速なるような発想は，かなり単くから存在していた。例え

ば田中文棺期の1946年7月，議会において佐藤義詮(臼本自由党，後iζ高瀬文相の下での文部政

務次官)は， r教育ヲ民主化シマス為ニ内閣鹿j議ノ文教指導機関ト云フベキモノヲ設置シテ(中略)
文教ノ根本政策ヲ其爆デ決定スル文部省ノ、単ニ実施機関タラシメノレJ37) (傍点引用者)構想につ

いて述べていた。 ζれに対して，問中文相は，教育についての文部省の「責任jを理由として，

「サウ云フ機関ヲ設ケマシテ，禁ノ機関ノ方策通リニ文部省ガヤルト云フ訳ニハ参ラナイJ(間

前)と退け，あくまで政策立案・執行双方を行う官庁としての文部省の存続を主張していた。

とζろで，第一の分類の「中央教脊委員会Jを審議・議決機関とする構想は，制度論としては，

行政調査部系統のそれと比較するとはるかに徴課的なものと言えるが，その底流には，官庁がれ、

やしくも科学，技術，芸術，教育その他文化の実体iζ二子渉を加うる乙とがあってはならないJ(教

育刷新委員会第四毘建議)との，従来の文部省への批特とそれに基づく改革意思が貰ぬかれてい

た点に注意したい。乙の要請を具体的に保酷しうる中央教育行政機関のあり方として，教育刷新

委員会の選んだ制度構想が十分なものたり得たかどうかは一応措くとしても，そこに流れていた

文部省批料，文部省改革への志向は，当時強い支持をもって広範に共有されたものであった。「中

央教育委員会J論は，いわばそうした批判と改革意思の一発現形態であったと言える。

以上の動向を背景として，当局者自身 f今まで通りの機構で済むとは考えておりません。…文

部省内部でも文部省の機構そのものについて検討を要することを認めております38)Jと述べてい

たように，一方で、，上記の如き園内からの文部省批判・改革論との関係で，また他方でCIEの

立法政策との関係でも，文部省は何らかの自己改革に乗り出さざるを得ない状況にあったのであ

る。そして文部省にとっての課題は，かような制約状況にあって，他の改革構想とある点では妥

協し，あるいは覆す乙とを通じて，文部省を可能な限り包括的な「責任j宮庁たらしめること，

そしてそれに見合う権現・機能を如何なる形態で保存しうるか，という点にあったであろう。

文部省設置法の制定に際して，文部省が積極的に打ち出すに至った「指導助言j法理は，以上

の諸条件から導かれた一つの収束点，という意味を持つ。議会での提案理由で文部省から異口問

音に唱えられた「従来の中央集権的監督行政的の色彩を一新いたしまして，教育，学術，文化の

あらゆる面について指導助言を輿え，またはこれを助長育成する機関たらしめる39)Jというこれ

自体としては全く自明に見える論理は，上記の諸条件，諸契機一-r中央教育委員会J構想、， C 
1 E，文部省一ーとの関わりではどのような意味を持つであろうか。

まず第一lζ，r中央教育委員会j設置論lζ対しては，それは次のような形で現われる。「中央教育
委員会j構想の実現を要議する意見は，教育委員会法の審議過程でも出されていたが40) 文部省設
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置法の制定に際しても再度提起される。 ζの点について，岩間正男 (8本共産党)と森田孝(文部

省大臣官爵秘書課長)の間で次のようなやりとりが交されている。

岩間 f先ず舟いますが，中央教育委員会ができるかできなし、かというような乙とが，去年あた

り大分論議されたのでありますが，現ft乙れがどのような状態になってしるか……j

森田「中央教育委員会というのは，教育樹新委員会の意見の中に確かあったと心得ております

が，文部省におきまして今具体的に中央教育委員会の設援，或いは又従ってその構想等につ

きまして考えておらないのであります。j

岩閤「中央教育委員会について今あっさり答弁があったのでありますが，それは中央教育委員

会に対する要望というものは非常にあるのではないか。現在地方の教育委員会が皆発足して，

殆んと‘文部省が中心になって乙れが行われているというような実情ではなし、かと思っており

ます。ところが， ζれに対しまして今までの従来の古い文部省の形と，新しい教育委員会と

の間の運営の証言において食い違いがある。(中略)文部省の側としては，ともするというと

従来の文部省の指導権，或いは権限というものを温存したいと考えるのは当り前なので，文

部省自身としてはそういう中央教育委員会を...・H ・..成るたけ作らないように考えられている

のではなし、かというふうに思われるのでありますが，こういう点について乙れは今度の設置

される文部省だけで，教育が果して人民の手に解放されたいという要求が満たされたと考え

ているのか，乙の点を伺いたい。J

森田「先程提案理由の説明なり，或いは又私の概括説明において申し上げました通り，文部省

は行政上及び運営上の監督を行うには，国会によって定められた法律に定められる以外は行

わないという乙とにいたしておるのであります。従いまして法律に基づかない行政上，或い

は運営上の監督は行わないのでありますから，その点、につきましでは中央教育委員会の設置

が必要なりや否やの開題とは制個に，今後は十分に保障せられて行くと一応考えておるので

あります。J41) (傍点、引用者)

岩間の議論の背景には，先にも指摘した文部省批判・文部省改革への意思が貫かれているが，

それに照らして，ここで制定されようとしている文部省設置法が十分な保樟を持ち得えないので

はないか，という危倶が表明されている。とりわけ f新しい教育委員会jと「古い文部省の形j

の「食い違し、」を指撫して，文部省のより一顧の刷新を要求したのであった。

ζれに対して文部省は，提案説明で述べられたと ζろの「中央集権的監督行政的の色彩Jの「一

新J，つまり「指導助言J法理という新生面を前面に打ち出す乙とによって，その批判からのが

れたのである。こうして f指導助言j法理は，文部省改革の新生揺を体現するものとして提出さ

れたと同時に，他方で，それにもかかわらずなおも存在する文部省批判，及びその一層の醐新を

求める意見iζ対しては，それらを抑止し緩和させる防壁ないしは置換装寵として登場したのであ

る。これが， r中央教育委員会J設置論及びそ乙に底流していた文部省批判，という一契機に対
して f指導助言」法理がもっ意味であり，その一つの性格である。

次iζ，第二及び第三の， CIEの改革構想、・立法政策，及びそれとの関連での文部省の立法政策

との関係においてはどうか。文部省を非権力的な指導助言機関とするに当っては，まずその不可欠

の前提として，権力的関与である監督権の排除が必要であったが，乙の点、はすでに教育委員会法

(55条2項)において達成さFれたと乙ろであった。そしてζの法顔則は，文部省設置法5条2項に
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おいて， r文部省は，その事態醸の行使lζ当って，法律(乙れに基く命令を含む。)I乙別段の定がある
場合を除いては，持政上及び運営上の監督を行わないものとする。jと再度確認されるζととなっ

た42)。乙の規定そのものは，教育委員会法の原則を何等進めるものでなく，内容的には同様の乙と

を確認し補完しただけと雷えるものではあるがω，文部省カ教育委負会法の立法過程で示した一般的

監督権設定への執着及び、乙の法原則をf十分には理解しかねたjという受容の際の問題伎を考え合

わせる時，二度にわたる改革で二つの立法にこの規定が設定された乙との意義は，十分認められ

るべきであろう。 ζの意味では，監督権の排除原則の上に成立している「指導助言j法理は，や

はり「改葱jの継承として，文部管iζ対する一定の規制原理を性格づけていると言える。そして

この法理が持つ規制原理としての性格は，次lζ見るような，文部省の基準設定権担についてのC

1 Eの立法政策によって，一層補強される方向が追求された。

前出の「文部省設置法制定基本方針J44)が， r教育学術文化の内容については，文部省は，法律
により基準を設定し且つ ζれに基く専門的指導助言を与えること。jと述べていたように， r指導
助言j行政と法律による f基準jが相互に連関性を持つものであることが，文部省によっても一

応自覚されていた。そしてこの点は，文部省設謹法の議会審議の過程で，文部省側IJが次のような

形で確認したところであった。

岩間正男の， r文部省の方から発動して指導助言を輿えるJのを「原則とするか，それとも指
導助言を求められた場合にこれを受けて立つというような形Jでやるのか，との質問に対して，

森田孝は法案4条 I項2号(制定法も同じ)を引照してこう述べていた。「文部省におきまして

は，民主教育を確立するために必要な最低の基準に関しましては，必要と考える場合におきまし

て法令案を作成いたしまして， (中略)乙れが成立した場合におきましては文部省の方からその

3義準i-示し指導をいたすのであります。その他の問題につきましては， (中略)求められた場合

においてこれに対して指導助言を興えるということになると思うのであります45)0 J (傍点、引用

者)

ここに示されているような， r基準を示し指導する」という連闘は，その基準が「最低j限度
のもの，つまり大織的な限定された「基準Jであればあるほど，文部省lζ対する規制力安強める

ものとなる。こうして「指導助言J法理は，法律の「最低基準」性と結合することによって，文

部省の関与権限を，その作培形態 (r監督Jでなく「指導助言J)においてだけでなく，その作用

範閤(包括的でない「最低jの法律基準)においても規制する原理たりうる性格を有するのであ

る。以上の点を考慮する時，法律の「最低基準J性，及びその基準の範閥の問題が大きな焦点と

なってこざるを得ないが，まさに ζの問題が，文部省設置法の立案過程で，またそれ以緯にも，

CIEと文部省との双方の意見の食い違いとなって現われたのである。

文部省は，自らの関与しうる「基準Jの範留を出来るだけ旬括的なものにしようとし，反対に

CIEはそれを眼定化しようとしていた。これら双方の構想の相違とその変遷の過程は，立案過

程で作成された諸法案を比較対照してみるだけでも容易に読み取る乙とができる。

( i 1，文部省作成の「文部省設置注J案(呂付は確定できないが，恐らく 1948年11月初頭であ
る。)46) 

⑧(文部省の任務)

「民主教育の体系を確立維持するため必要な基準と方法を法律によって設定する ζとに
占

ついて政府機関としての責任を負う乙と。J(2条3号)

65 
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@， (本省の権限)

f教科課程，教科F自国書その他の教材教具，学校の施設，編成，身体検査，衛生養護及び

教育職員養成の基準に関する法律を政府機関としての責任において立案する乙と。JC27条29
号) !!. 

(iu C 1 E作成の「文部省設置法修正案J(1949年2fj 4 8) 47) 
@， (文部省の任務)

f民主教育の体系の全臨的な最少隈の基準を確立するに必要な法制的措置を勧告する乙

と。J(3条5号)

@， (文部省の権限)

「初等及び中等学校につき，教科課程， fjfJ..授用補助手段，学校の施設，自身体検査，学校衛

生並びに生徒及び教員の保健jζついての金額的な最少般の基準iζ関する法令案を作成するζ

と。J(4条22号)

(溢L文部省設置法(1949年 5丹318。法律146号)では次のようになっている。

@パ〈文部省の妊務)

「民主教育の体系を確立するための最低基準に関する法令案その他教脊の向上及び普及に

必要な法令案を作成する乙と。J(4条2号)

@， (文部省の権関)

「小学校，中学校，高等学校，富学校，ろう学校，養護学校及び幼稚掴に関し，教育課程"

教科用臨書その他の教材，施設，編成，身体検査，学校給食及び教育職員の免許等について

の長低基準に関する法令案を作成すること。J(5条25項)

(下線部と aは， (i l案と(iil案の椙違点を示す。)

ここに克られる通り， C 1 E案では「基準Jの性格は「全国的な最少隈Jのものとされ((iil案

③λ かつまた，文部省がその法令案を作成すべき「基準j事項の範閣は隈定されたものにな

っている(陪@)。それに対して文部省案では.r基準Jの性格についての損定は考慮されておら
ず，むしろ自らの「重任jが強調され((i l案@)，加えて「基準Jの範囲も， C 1 E案では否定

されている「教科用関警J，学校の「編成ム「教育職員養成jの事項が含まれている(間@)。乙

の点，制定法がCIE案の趣旨を盛り込んで「最低基準jと規定した点で，先lζ述べた「指導勧

言j法理との結合による文部省に対する規制原理を方向づけるものとなっている。

しかしながら，結論的に言えば文部省設費法の時点では，乙のような方舟性はあくまでも予定

された，という段階にとどまるのであって，同法の「改革」性は末だそれ自体としての完結性を

持ち得ないものであったと言わなければならなし、。と言うのは，文部省設置法は，何をもってf最

低基準jとするのかという客観的準則を規定した訳でも無かったために cr民主教育の体系を確
立するためjという文言もその限りでは同様である。)，法案作成権者である文部省の裁量がそ乙

に働き，言うと乙ろの「畳低J性は，文部省の判断するそれに規定されるに至るであろうことは，

ほぼ明らかだからである。

ζの点の明確化のために文部省設置法の段措であり得た選択は， r基準j事項の範聞の限定化
にあったはずで・ある。けれども先制i)から(出への@の項目の変遷が示しているように， r基準J
の範囲は，文部省案の掲げた事項をほぼ全面的に盛り込む形で収束したのである。つまり， ζ乙

で弘文部省が何らかの形で関与しうる対象領域の包括性は，ほとんど手付かずのまま推移した
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と言っていいのである倒。

乙うして，文部省設置法が内包する改革原理である， i助言指導j法理と「最低基準J法律の

連関の問題，そしてそれをめぐってのCIEと文部省の立法政策の対立は，次に棋定が予定さ

れていた「基準J法律の性格如何の問題として，その立案過寝へと引きつがれていく ζととなる。

ここでは，それら「基準J法諸案の立案過程そのものを検討する所ではないので，詳細に立ち入

る乙とはできない49)。しかし，文部省設置法における f最低基準J規定の挿入にもかかわらず，

その「最低j性の理解に関して，文部省は決してCIEが考えていたようなそれを承認していた

わけではなかったζと，さらに「指導助言J法理との結合関係についても，文部省はむしろ新た

に制定される f基準J法の中で，その法理を覆す構想(監督関係の設定)をすら有していた点、は，

少なくともはっきり確認しておきたい。

f基準J立法lζ関する「起草の試みは1948年初めから始まった50)Jとされているが，初期の動

向は未だ定かでない。文部省とCIEとの間の法案起草・修正の経過は， C 1 E側の白からは，

f文部省は，はるかに微細な変化を示す，そして新しい草案が提案される…等々，際関のない5llJ

過程と表現されている。いずれにしろ，乙の過程で法案の中lζ規定.する「基準jの「最低j性の

問題が大きな争点、となっていたことは明らかであり，事実，文部省設置法が制定されるほぼニヶ

月前の1949年4丹1日の教育刷新委員会において，文部省学校教育局次長の剣木亨弘から， i学

校基準法案jについて次のよ今な説明がなされていた。「乙れは大体法案としてはできており

ますけれども，尚内容につきまして(中略)C 1 Eの方でもう少し，微綿な規定にしないでもっ

と余裕のあるようにして地方の考えで変更できるようにしたらどうかという指示もございますの

で，その内容につきましては今再検討いたしているのでございます52リ(傍点引用者)。

また乙れに対応するCIEの政策を示すものとして f最低基準法案の状況53)J 0950年6月9

日)なる文書では，同法案についての主要な関心点、として次の三点があげられている。ia，その

法律は棄に最低額度であることを必要とすること。 b.法律の範西内の諸事項について細部にわ

たって規定した従前の全ての公文書，すなわち全ての政令等を，それは無効にさせる(strikeout) 

乙と，同様にして，学校教育法その他の法律中の，批判の余地がある部分の改正54)0 C.それは，

政令及び省令によって追加的に与えられるような，いかなる意国や細部項目の条文を含まない乙

と。」そして，これに対しての予想される文部省の態度として.i彼等は，教育についてのもっと

詳細なことがらにわたって逐一規定しなければならないと感じるであろうし，また府県教育委員

会を信頼する乙とを恐れるであろうJと指摘した上で.iそれが，文部省と我々との間の意見が

食い違う主要点となろう」と述べている。

次に.i基準J法律の中で，文部省が新たな中央と地方の監督関係を設定しようとしていた問

題であるが，すでに見てきた通り，教育委員会法，文部省設置法両者ともに， i法律の別段の定

がある場合」の監督権の設定を排除していなかったから，法理的に言っても，このような問題が

起乙り得る余地は十分残されていたのである。そして， ζのような方向性は， 1949年当初に文部

省が準備していた「学校基準法案55)J 0949年2月3日)によって，現に追求されていたものな

のである。そ乙では.文部大臣から知事及び教育委員会に対しての.地方自治法146条の例によ

る(職務執行命令訴訟手続による)監督権及び代理執行の制度が規定されていた56)(問法案101

条)。しかし，その後に作成されてくる法案では，乙のような監督関係は設定されない乙ととなる。

それがCIEの立法政策に基づくものである ζとはほぼ疑いのないところであるが.その後「最

低基準」立法制定に向けた動きは，さらに引き延ばされ，占領末期にまでもつれ込むこととなる57)。
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そして講和・お領終結を前にして.結局その立法化は実現されるところとならず.r最低基準J
法案は、幻の法案、叫に終るのである。

さて，以上の検討を前提とすれば，文部省設置法で成立した「指導助言J法理の意味は， C 1 

E及び文部省のそれぞれの立法政策との関連文脈において二様の性格を帯びたものとならざるを

得ない。 C1 Eの構想との関連では，それは「最低基準j法と結合することによって，文部省の

関与権限を，その作用形態においてのみなず作用範囲においても極力限定化するものとして位置

づく。つまり，監督機能の排除・「指導助言J際則は. C 1 Eの構想を貫く地方分権化政策全体

の中での一階梯，しかし不可欠な経過点、としてあったのであり，それは次の改革によって当然補

完されるべき位置にあったのである。他方，文部省の立法政策との関連では.r指導助言J法理
の採用が，盟内からの文部省批判，かつまたCIEの地方分権化政策との対応においても，不可

避的であったにせよ，自らの関与権限の作用範囲は，あくまでも包括的に確保させることが大前

提となっていた。また「指導助言j法理が持つ作用形態の上での規制原理も，文部省はCIEが様

想するような地方分権化政策を，その基本において受容したわけではなかったために，一度達成

された規範原則が，新たな立法改革に際して反古にされ，そのことがまた「法律に別段の定があ

る場合jの例外条項によって可能になる，という様相を呈していたのである。

ともかく，文部省設置法の制定によっても，文部省は自らが何らかの形で関与しうる対象範臨

の包括性を保持し得たのであり，その乙とは，地方教育行政の「自治J機関性・分権的形式と何

等矛盾しないものなのである。乙の点、は文部省当局者も自覚すると乙ろであって，文部省設置法

の審議過程で高瀬文相は次のように述べていた。

「……教育委員会法ができまして，地方教育符政については直接担当が教育委員会によって

実持されております。そうしてそれが今までよりも非常に自主的なものになっております関係

から，連接の地方教脊行政につきましては教育委員会が当って，責任を負っておるということ

になると思います。しかしこの新しい設置法の第四条に，文部省が責任を負って遂行すべき乙

とがいろいろと書いてあります。(中略)つまり ζんなふうにわが国全体としての大学教育及

び地方教育等につきまして，やはり全般的に考えて指導をし，助言をしなくてはならぬ。こう

いうような面がどうしても分散化されたあとで残る部分があるわけで‘ありまして，これは文部

省がやらなければなりません。(中略)たとい民主化，分権化が徹底いたしましても，文部省

としてはわが国の教育，文教行政の上におきまして，非常に重大な霊任があると考えておりま

す。J59)(傍点引用者)

ここに示されているように，地方教育行政の「直接jの「重任j主体はあくまでも教育委員会

である。かっそれは従前よりも f自主的Jな構成形式をとっている。しかし，文部省もまたはド

常に重大な責任Jを負っている。そしてそれとの関連で「分散化されたあとで残る部分J(乙乙で

はいみじくも「分散Jと言われている)として，文部省による f指導助言jが強調されているの

である。ここではむしろ「指導助言jに，非常に積極的・意欲的な意味あいが込められている。

ζう見てくると.r指導助言J法理について従来言われてきたような「謙虚J60)な性格という評価
には大いに疑問の余地が出てくるo つまり，乙乙で述べられている文部省の「費任jにもとづく

「指導勤言Jとは，その作用範囲に限界がないものとして意識されているのではないか。その際

に，文部省にとって焦点となるのは，地方機関を経由するまさに「間接器家行政Jのあり方なの
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であり，すなわち菌家主主患を地方に媒介しうる機構・行政手段を，いかにして見い出すかの問題

なのである。このような文部省の関心が，文部省設護法上唯一の，その範聞に制限のない，かっ

能動的・影成的な作用である「指導助言J!乙注がれるに至ったであろう ζとは想像に難くない。

そして実際lζ.r非権力的j作用であるはずの「指導助言j行政が，その受け手に対して統制的機
能を営む可能性は多分に残されていたのである。そ ζで問題となる行政手設として乙 ζでは.r通
達j行政について触れてお乙う。

うまでもないが，文部省の持政的関与権限は，単lζ文部省設霞法だけで決められているので

なく，これに先行した諸立法においてもすでに規定されている。国家行政組織法 0948年7月10

B [法律120号J)もその一つであるが，同法は，国の行政機関(府，省，委員会，庁)が共通に

有する行政権限を規定する。そのうち，地方との関係で問題となるのは次の三つで、ある。第ーに，

法律，政令を「施行するためj若しくはその f特別の委任J!ζ基き，当該「機関の命令J(府令，省

令)を発すること 02条1項)。第二iζ，所掌事務について「告示」を発すること 04条1項)。

第三に，所掌事務について「命令又は示達するため，所管の諸機関及び職員に対し，寄せ令又は通

達jを発する乙と 04条2項)。文部省の場合で言えば，第一の省令制定権については，先の

学校教育法の「監督庁J委任規定との関連でただちに問題となったと乙ろであり，第二の告示制

定権については，後lζ学習指導要領の告示化 0958年)として顕著な問題とされるものである。

いずれにしろ，このこ者は行政立法的な権眼であり，それが地方に対して持つ関係は，いわば基

準的な枠づけという意味あいが強L、。 ζれに対して，第三の「謬司令J• r通達J権は，第一，第一
と共通する機能も含まれるが，留の行政機関の地方への関与権限としては，盟家行政組織法上，

唯一の作用的権限と言うことができる。もちろん以上すべての権眼も文部省設憲法と組み合せて

解すれば.r監督」でなくあくまで「指導助言j行為である，ということに建前上はなるのであ
るが，現実がかような法概念的世界の転換と，ただちに即応し得るものでないことは言うまでも

なし、61)。

この点につき，とりわけ通達(通牒)行政について，文部省設置法の審議過程でも次のように

その問題点が指摘されていた。

r 0渡辺委員 …乙の設農法案に現われていないたとえば次官通牒とか関長通牒とかいうような
ものは，従来の経験によると非常に頻発されておって， しかもこれが重大な統制的，あるいは

監督的，あるいは官僚的な役割を果して来ておるわけであります。(中略)ζ ういうようなこ

とが，この設置法案に述べられておる管理局以外の仕事として，あるいはなし方として今後も

行われるものであるかどうか……

。高瀬国務大臣 …文部省の行政の性質が前とはかわっておるということが根本になってお

りまして. (中略)従いまして助長，援助，育成ということが文部省の主たる仕事になります

から，その意味での文部省の通燦とか何とかということは将来もあるかと思し、ます。今までや

っておりました監督とか取締りとかし、うような意味で出された通牒が，そういうものがなくな

る，こう考えていいのじゃないか……

。渡辺委員 …現に文部省はそういう監督的，統制的な意味を持たないということを言明し

て発せられておるところの次官通牒，局長通牒というようなものが，非常に大きい統制的なあ

るいは命令的な意味さえ持っておることがあるわけであります。そういう点、が乙の法律の中で

制約されるというような形で現われていないならば，やはり依然として文部省の監督統制とい
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うようなものが強力に働くものと見なければならぬと思うのであります。J62)(傍点引用者)

以上のやりとりは，先に引用した岩間正男の「従来の古い文部省jと「新しい教育委員会jとの

簡の「運営の面jでの f食い違いjの指擁とも関連して，理念上・法理上の「転換jとその実態

面(運用の面)との講離状況，あるいは同じく岩間が「通牒j行政について指檎したような「十

分に民主化されていない面において，従来の文部省の権限が残されている63)Jというパ、わば「改

革j後もとり残される18遺制からの連続面の存在安的確に映し出していると言わなければならな

い。そうして以上の，実態画・連続面の問題が，文部省の政策意思の中にあらかじめ想定されて

いたかどうか，という詮索をひとまず措くとしても，客観的・結果的には， r指導助言j法理の
下にあっても，乙れら通達の機能がそれらと結びつくことによって，爵の意思の地方への媒介機

能は十分に果たされる，という乙とになる。乙のような行政実態屈との連動，といった文脈から

見るとき， r指導助言j法理は，教育・学術・文化についての文部省の包括的 f重任ムそしてそ
れに照応する文部省の告括的行政関与を方向づける性格を益々色濃くするのである。

以上， r中央教脊委員会」設量構想、， C 1 Eの立法政策，文部省の立法政策という三つの契機
に関わらせて， r指導助言」法理の性格を検討してきた。このうち第一の契機に対して有してい
た性格は，当時にあっては文部省をー省として，つまり政策立案・執行の双方を担う宮庁として

存続させる意義を担っていた。この点についての文部官僚の危機意識が働いて，それが文部省の

関与機能への規制力を強める，といった派生効果をもたらしたかも知れないが，いずれにしても

それは一過性の状況対応的性格が濃厚である(実際，乙の後「中央教育委員会J構想、も含めて，

文部省そのものの改革が大きな問題となるような政治状況は，決定的に後退していくのである)。

これに対して，継続的・恒常的に存在し得たのは第二と第三の契機であった(但し，第二のそ

れは最大限講和成立まで)。 ζの相対立する二つの契機に対応して， r指導助言j法理も二様の性
格を内包していたが， ζの二つの性格のいずれの方向へ事態が展開し，現実に支配化するのかは，

もはや法規範の内容そのものからは決定し得ない問題である。すでに見たように， r指導勤言J
法理そのものは，第二及び第三の双方の性格を一定の仕方で反映して成立している規範秩序なの

であった。つまりこの法理が，いずれの性格を担って実現するのかは，ひとえに法の執行・実現

過程に委ねられるのであり，従ってまたこの過程のf郎、手，あるいはその過程に規制力を行使し

得る主体の性格に，大きく依存することになるわけである。第ニ，第三の契機の担い手であるC

1 Eと文部省との簡に，すでに立案段階で識別された性格の相違・対立は，こうして法の執行・

実現の段階にも引き継がれる乙ととなる。

こうした問題構造の一端は，例えば省令の制定という，法の執行iζ含まれる過躍に対して， C 

1 Eが省令案の審査・承認という形で関与した乙とにも現われている。そればかりではない。先

に指摘した文部省の能動的関与形態である「通達J(通燦)行政のレベJレにまで， C 1 Eの関与

が及んだ事実が怯えられている。文部省設置法の公布と問日，文部省組織規程(文部省令21号)

が制定公布されたが，その中で地方の教育委員会との関係部課として唯一認められたのが，調査

普及局の地方連絡課であった。その初代課長(1949年6月l臼-1950年8月78)であった棺良

惟ーは，当時の状況を次のように述べている。

「当時，大にしては文部省，小にしてはわが課をとりまく周踏の情勢は，必ずしもおだやか

なものとはいいがたく，むしろ冷厳をきわめたものだ、った。なぜなら(中略)中央教育行政を
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所管する文部省は， GHQの民間教育情報部 CC1 E)の指揮下にあった。私も例外ではなか

ったが，当時文部省の多くの人びとの日課は，ほど遠くないNHKビルにあるCIEもうでに

暁け暮れしたものであった。日本の教育行政を文部省を通じ，閤接的lζコントロールしていた

乙のCIEの諸公は，アメリカの職業家人あるいは軍属であったが，概して物分わりのよい神

士たちであったように思う。しかし，それにしても，かれらは所せん，われわれにとっては治

者であり，臼本の教育の民主化という占領政策の実施を最大の使命と考え，われわれに命令指

示を与える権力者に相違なかった。(中略)われわれ文部官僚は，乙とあらば失池田復を企図

する度しがたさ連中と思われていたかもしれな~\o 乙のような理由もあって，文部省はあたか

も無能力者であるかのような取り扱いをうけ，単独では対外的効果を生ずる行為をなし得なか

った。すなわち，一切の法規や通ちようなどの原案は事前lζCIEの諒承をとり付ける義務を

負わされていた。J64) C傍点、引舟者)

そして，以上のような制約状況下で，実際lζ文部省が教育委員会に対して発した一片の通達に

ついて，地方箪政部からCIEへの連絡経由を辿って， C 1 Eから f文部省の出すぎた行為とし

て大呂玉をくったjという事例もあった乙とが紹介されている 6510 乙のような乙とが可能であっ

たのは， SCAP (GHQ)がその「実戦部隊jとして第八箪以下の地方軍政司令部 (8管匹)

→都道府県軍政チームという独自の監視機構を有していた乙とによる。けれども，乙うした法の

執行・運用過程にまで及ぶCIEの審査・関与機能そして監視機構といった，間接的制御システ

ムに制約されながらも，やはりそ乙からの相対的自律性を持った臼本側の「文部行政機構jが存在

し，かつまたそれを機軸として独自の機能が営まれるのである。

注第2:1債

1) r第五回国会衆議続内閣委員会・文部委員会連合審査会議録j第l号， 1949年5月68における，高橋

文相の提案説明。向日の佐藤(義詮)政務次官の説明も同一。

2) r戦後教育資料JIX暢6，r文部省改組鮒行政整潔(昭和24年2月)J所収。 ζの資料の作成期日は確定で
きないが， 1948年(恐らく後半)中のものであるのはほぼ間違いない。というのは，乙の資料に続いて

綴じられている「文部省設霞法j案が， 1949年1J=I 1 8からの施行を予定している(法案30条)からで

ある。

3)鈴木英一「文部省の組織改革J，名古屋大学教育学部教育行政及び制度研究室『戦後段本の教育行政改

革(教育行政研究 3~予)J (1981) 57ページ。

4，5) 1946年6月10日 f教育湾総織(討議のための要点)J (Educational Reorganization-Outline for 

Discussion)。及び r1947年計画J(1947 Program)。但し，鈴木，前掲論文， 55ページ， 57ベージよ

り重引。

6)小野図正事IJr教育委員会法の最終立案過程J，前掲『戦後日本の教育行政改革(教育行政研究3号)J所

収， 36-40， 44-50ページ。及び鈴木英一「教育委員会制度の意義一公選制の歴史に即してーJr教育の

地方臼治(講座教育法6)J0981，総合労働研究所)113~114ページ。

7)間前，鈴木論文， 113ページ。

8)現在までに確認されている学校教育法議案の中では， 1947年1月日日付の法案までの諸築(1946年8月

22日案，同10月27日案，同12月24日案，同12月288霊長及び1947年l月14臼案)が， r命令J委任を規定

している。学校教育法諸案の全文及び所夜については，名古屋大学教育学部教育行政及び制度研究室，

技術教育学研究室『学校教育法成立史関係資料J(1983年)を参照。

9)鈴木英一「六・三市jの成立事情(占領文書からみた戦後教育改革4)Jr教育J402号(1981年9月)110 

ページ。
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CIEは， 1946年12月28日付の法案iζ対すると思われるコメントの中で既に， I命令J委任規定につ

いて， I文部省の行政統制の保持を企図しようとするものJ(“Comments On Proposed S chool 

Education Law"前掲『学校教育法成立史関係資料J76ページ)と批判的であったが，実際の変受が

行なわれるのは1947年1月15日案を蕗期とする。事実月15日法案(但し， r辻田カ氏!日蔵文書』の
もの)では， I命令Jの部分を仁コで劉み，横lζ 「雇主替麟」及び「此の監督療は当分の照文部大臣とす

る」との言書き込みがなされている(前掲『資料j99ページ， 115ページ。なお『戦後教育資料』麗ー39月号

収の同日付法案には， ζのような書き込みはない。)。なお， ζれら学校教育法諸築を検討したものとし

て，大橋基博・佐々木享「学校教育法の形成過程一学校教育法務草案の特徴と変遷を中心lζ-J r教育
学研究J50巻4号(1983年12月)を参照されたい。

，10) r第九十二田帝調議会衆議院教育基本法案委員会議録(速記)J第五回(1947年3月19B)，63ページ。
11)古野博明「学校教育法の過渡的性絡に関する一考察H北海道教育大学紀要(第1部C)J0978年)56ベ

ージ。なお，乙の評価は1947年3月7日案を転換点とするものとして与えられているが，その後の資料

発掘により，再論文で 3月7日案iζ与えられている位置は， 2月18日案lζ与えられるべき乙とが明らか

になっている。

12) r第九十二回帝国議会貴族院教育基本法案特別委員会議事迷記録』第五号(1947年3月24日)， 3ページ0
13)自治大学校史料編集室 Ir六・三制および教育委員会制度の発足と改革』座談会記録J0968年2月)34 
-35ページ。

14)錨々の改革がその時点で含まざるを得なかった問題点，守!日投を，全て日本側の官僚制(の抵抗)の文

脈のみに織するととはできない。文部省のみならず，他の行政分野においても，占領軍の改2主権想iζ対

する日本側の宮僚機構の抵抗は，随所lζ見られる一つの特徴である。けれども，それらの抵抗が改革の

帰結に反映されるに際しては，それに対する占領軍側の各セクションによる許容(その浬由はどうであ

れ)が，そ ζ11:介在していると見なければならない。との点と関連して，内務省改革(解体)の綬緯を

素材としながらであるが，アメリカ側の政策構想内部にはらまれていた矛粛・問題点，そしてそれが8

本側の官僚機構「温存Jの動向と連らなる側磁を有していた点を指掃したものとして，平野孝「戦後8

本官僚機構の形成一一アメワカの対内務省政策を中心Ir:一一Jr歴史学研究J516号(1983年5月)参照。
なお同論文は， I間接続治Jによる「宮僚制jの混存と強化J説lζ代表される，従来の枠組iζ対する問題

提起を含むものである。

15)現在までのとζろ，教育委員会法の制定過程，とりわけCIE側の動向に焦点を合わせた最も詳細な研

究は，前掲『戦後日本の教育行政改革(教育行政研究3号ばである。

本節での以下の検討の便宜上，教育委員会法立案過程における諸法案の辿った経過を，文部省作成の

ものに限って示せば次の通りである(向上の文献巻末の「年表jを参照のζと。)

【1947年】

1/15 I地方教育行政に関する法律案J(* 1) (2 /10 C 1 E， G S Iと法案提出。)

4/30 I地方教育行政法要綱案J(* 2) 

5/20 I地方教育委員会法要綱案J(* 3) 

5/26 I同上J(* 4) 

(6/13頃.CIEI1:法案提出。)

6/20 I地方教育委員会法要織案J(* 1 ) 

7/14 I地方教育委員会法案J(政府原案)発表。

12/28 I地方教育委員会法要綱室長Jけ5) 

02/29， C 1 Eへ法案提出。)

[1948年1

1/12 I地方教育委員会法要綱案J(* 6 ) 

1/24 I向上J(* 1 ) 

( 1 /24， C 1 E Ir:提出)

4/22 I地方教育委員会法要綱案J
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4/28 1同上j付7) 

6/11 1教育委員会法案」商議決定。

(6/11. GSとC1 E.法案承認。)

6/15 盟会提出。

7/15 公布。

上記の諸法案のうち，筆者が所在を確認し得ているものは次の通りである。

け1)→『戦後教事事資料J(国立教育研究所附属教育図書館蔵)廻-390

け2)→『辻田力文芸書J(国立教育研究所教育史料調斎室蔵)3-1400 

(* 3)→『碍上J3-1410 

け4)→ f向上J3-1430 

(* 5)→『向上J3-1440 

(* 6)→『悶上J3-900 

(*7)→『向上J3-970 

16) 1教育委員会法案制定経過の要旨J(1948年4月)r辻包力文書J3-95一位。

17)塩野宏「地方公共団体に対する国家関与の法律問題(ー)Jr国家学会雑誌J79巻7・8号(1966年4月)
11ページ。なお.1自治監督Jの観念、は.1間接国家行政j観と密接な関係にある。 ζの点lζ関しては，

塩野，向上論文の(二).悶誌79巻9・10号(1966年6月)83-84ページを参照のζと。

18) 1947年6月20日案は，先述のような一般的康管関係を前提iζ，依然として周到な具体的監督権限を，各

段階の「殿督庁J~ζ付与している。それを，前主主で検討した1947年 1 月 15日法案との異同総係で示せば

次の遜りである。第 1章の注 45)と比較対照されたい。

①，間前 (6月20案の該当条文.73条)

②③. 1議決Jについてのみ同じ (1選挙Jについての「再議人「取り消jしの権限は消失している。)。

但し，それに代わって新たに「教育委員会の処分がその権限を越え又は法令にそむくと認めるj場

合に，その処分を「取り消す」権限が追加されている。 (73条)

④. 6月初日築では消失している。

なお， ζの6月208案で「監督庁J~と留保される監督権限は，周年の 5 月 208案 (62条. 63条).及び

5月26臼案 (67条.68条)においても全く同一である。また同年の4月30日案も，②と③の項I31C1選

挙Jが含まれる他は. 6 fl20日案と同じである。但し. 4月30日案では，市町村長及び知事と教育委員

会との関係を，後者が前者の f監督i乙篤jするものとしている (3条.40条)ため.1市長村長又は都道

府県知事は市町村又は都道府泉の行政の綜合謁整を留るため必要あるときは，市町村又は都道府県教育

委員会に対し監督上必要な命令又は処分をなす ζとができる乙と。J(73条)という，長からの霊長督が設

けられている。ちなみに，他の諸案での長と教脊委員会との関係は.I所轄j関係になっている。乙れは，

次の1947年12月288案も同様であるが.1948年1月248案では消えており，それ以降は規定されなし、。

19)前掲.r戦後8本の教育行政改革J24ページ。
20)間前.24ベ…ジより重引。

21)“Suggestion For Redrafting The Bi11 For City And Prefectural Boards of Education"臼

付は 11Dec. '47 Jの書き込みによる。 JosephC. Trainor Col1ection， Box17所収〈向 Collection

は，頭立国会図書館現代政治史資料室，及ひ国立教育研究所教育史料調査室にマイクロフィルムで所蔵

怠れている)。なお.CIE側の立法政策における向日付文警の位援・3基本性格については，井深雄二
「教育委員会法の立案準備過程J.前掲『戦後日・本の教育行政改革J16ベージ以下，特に24-30ページを

参照の乙と。

22)向文書で検討の対象とされている法案は，英文法案“Draftof the Outline of the Bil1 for Local 

(and PrefecturaDBoard(s)of Education， June. 10. 1947"であると思われる(間資料は.Joseph 

C. Trainor Collectiou， Box 17及びJ辻田カ文書J3-149~ζ収められている。標題の括弧内は，
T rainor Collection所収資料iζ書き込まれているもの)0Trainor Collection所収の法案には各条

文毎に“OK"，“Restate"，“Omit"といったコメントと修正が付されており， 12月1日の文書撃に示さ
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れている修正及び削除条文とその内容は，それらのコメントとほぼ対応している。そしてζの英文法案

は，文書官雀作成の5月26日案の英訳であると見られる。

23)文部省内文書「教育委員会法制定の経緯J(r辻田カ文書J3-238)によれば， 1947年12月2日の頃

に IC1 E縫出中の法案lと対するCIEの公式屈答と希蒙意見あり，二三年一月-I!BBまで日本側の正

案を提出するよう申渡されるJと記されている。

24)ζの条文は，議会提出法案の54条 1項11:，また制定法では55条 l項に引きつがれる。

25)田中ニ郎「教育委員会制度の問題点J.地方自治研究会『地方行政委員会制度論(自治論集V)J(1956年

3 fl) 18ページ。

なお，田中二郎は別の所でも「その当時の文部省当局の考え方としましでは，文部省が将来も教青行

政の総元締めとしての地伎を持つという ζとについては，何ら変りはないものという考え方をしており

ました。(中略)ζれは田中(耕太郎一筆者)先生も，根本においてはそうであったのではなし、かと思

います。私自身も，そういう ζ とを暗黙のうちに前提にして考えていたように患います。J(田中二郎

「地方自治と教育委員会制度Jr日本教育法学会年報4号J1975年， 31ベージ。傍点引用者)と述べてい
る。乙れは戦後当初の一一ーという乙とはひいては戦時期の一行政法学界の一般水準がどのあたりにあっ

たかを窺わせて，考えさせられるものがある。問中は，地方針j度改革一般についても f卒箆に申しまし

て，今日ほど徹底した地方制度をとるべきだとまでは考えていなかった乙とを告白せざるをえないJ(時

前， 19ページ)と諮っているのである。 ζれは，戦後の行政法学説の一つの水準を示したと見られる問

中二郎においですら，敗戦さき初，占領軍の提示してくる改革構怒の水準を予想し得なかった，という ζ

とであり.ましてやそれと官僚法学との溶差は震うに及lまないであろう。

26)“Board of Education Draft (2 April 1948)"， r辻田カ文書J3-910ζの法案の翻訳が「教育委員
会法案 (23，4. 10，議室長局)Jとして『辻田カ文書J3-9411:収められている。

なお，本家のしで述べた学校教育法の「監督庁J規定lζ関わって， C 1 E作成の同桧案がその56条

で学校教育法の一部改正を提起しているのが注巨される。そζでは， 1学校教育法 106条で震う監督庁

(the competent authorities)とは， 88条については都道府県教育委員会である」とする他， 1次の条

項11:言う致管庁とは，各々その学校の管還に関して府県教育委員会又は地方教育委員会である」として，

13条， 4条， 6条2項.8条， 11条， 12条， 20条， 21条1項， 22条2項， 23条， 38条.43条， 45条2項， 47

条， (48条2項， 49条， 73条， 79条， 83条4項)， 84条Jを掲げている(括弧内は書き込み)。乙乙に掲げら

れた条項は，学校教育法106条で f当分の防……文部大包とするJとされた「磁視庁j規定の全てにわた

っている。もし乙の改正が笑現していた場合.学校教育法で温存された集権制は獲される ζととなり，

まさに内擦が言ったような f文部省の権限など吹きとんでしまう」という事態が予想されたのである。

しかし， ζの改革は結局実現されるととろとならなかった。そのζとは取りも盛さず，との時点でも

また CIEがζの点については譲歩せざるを得なかったζとを意味するが，それがどのような経緯でな

されたものであるかはまだ明らかでない。今後の重姿な検討課媛の一つで、ある。

27)前掲，桟 16)に向じ。

28) r辻田カ文書J3-1020 
29)問中二郎「地方自治と教育委員会制度人前掲書(桟 25))，31ページ。

30) r辻田力文警J3-1250 
31) 1法案の必要な修正について一一教育委員会法(昭和23年6月10日の法案の修正条文答号)J r辻田カ文
警J3-1280 

32) 1947年4月初日霊祭70条，同年5月20日案60条，同5fl26日案64条，同6月20日案69条。

33) r第二器国会衆議続文教委員会議録J24号(1948年7月3日入 3ページ。
34)国家体制全体のあり方が問われる場合iζ，そζlζおける池方制度改革がおめる位鐙，国家制度全体の改

革との密接不可分性は，一定の普遍性をもっ問題であると窓、われる。我閣において，明治意憲法制定の際

にそうであったd<うに，さらにまた日本国議法制定iζ当って内務官僚がその明治の先例にならったよう

に，いずれも国家総度(憲法)改革1L;i:;~t:そ，地方制度改革が着手されるというパターンがくり返さ
れている。とのように国家制度(文部行政もその一環をなす)のあり方が問題とされている時，それに
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地方(教育)制度改革の問題が先行するという現象は，一定の論湿性を含むのであって，以上で検討して

きた地方教育行政改革問題としてあらわれたー遠の現象も，乙のような論理性を反映したものであった

と言える。

35)とれに関連する教育紛l新委員会の動向については，鈴木英-r教育行政(戦後日本の教育改革 3)J 
(1970，東大出版会)566-578ページ参照。

36)さしあたり，鈴木，向前書巻末の「行政機関における文部省改革一覧表jを参照。

37) r第九十回帝僚議会衆議院・帝国憲法改正案委員会議録』第16掴(1946年7月18日)295ページ。
38) r教育制新委員会第四十七回総会議事録J(1947年12月5日)。但し，鈴木，前掲警570ページより震引。
39)注 D に同じ。

40) r第二田国会衆議説文教委員会公聴会議録jにおける，海後宗箆他の公述意見など。参照，鈴木，前掲
書595ベrジ0

41) r第五回調会参議院内閣・文部逮合委員会会議録』第 l号(1949年5月68) 3ページ。
42)乙れもまたCIEの構想に基づくものであったと見られる。『戦後教育資料jlX-61ζ収められている

文部省設墨法案の中では， 1949年2月4日付「文部省設憲法修正案J1ζ監督権の排除規定を見出すζと

ができる。同法案には， 1前案に対しC，1， Eで示してきた案Jと書き込みがあり，かつζζで言う

「前案J1ζ該当すると見られる文部省作成の法案には，同様の規定は存在しない。ただ， 2月4日付法

案では，制定法のように総括的な形ではなく，各局の所掌事務の中に儒別に規定されている点が異なる。

次の通り。

¥て初等教育局)1俊し，文部省は，小学校lζ対し，何等行政，監督，運営上のコントロールを行わないζ

と。J(8条 2号)

(中等教官事局)向上を準用 (9条)

(大学学術局)1但し，特lζ法律の定めのあるものを徐き，個々の施設又は団体IC監督，行政，運営上の

コントロールを行わないとと。J(10条2号)

(社会教育局)1但し， ζの法律及び他の法律lζ特に規定された場合を徐き運営，監督，行政上のコント

ロールを行わないものとする。JC11条)

初等教育局(及び中等教育局)には，監督的機能の排除原則iζ，法律の定めがある場合の例外を設定

していないなど，各局iζ対応する規定iζ相途が見られる他，問、法案におけるそれ以外の局一一大使官房，

行政管理局，教育調室長局一ーでは，上記のような規定は存在しない。その理由は， ζの法案において，

官房は内部的事務と公報及び総会議整に限られているζと，行政管理局は資金交付・資材望書j当などの統

制的事務が含まれているとと，そして教育調査局は純粋な調査研究・統計資料の公表などを行うととに

なっているためと怒われる。 ζのととは， C 1 Eがとりわけどのような局に関して監督約統制の排除を

考慮していたのか(上記が示すのは，学校教育，学術，社会教育という行政領域別に設定される局iζ向

けられている，という ζとである。)をよく示していよう。

43)仮し， 1，法律 (ζれに基く命令を含む。)Jとしたζとは，震ま督権排除の例外を法律だけでなく命令にま

で拡張したもの，との見方も成り立つ。その意味では教育委員会法の規定からの後退とも言える。実質

的な評価は，委任立法と行政裁量の問題としてなされる ζとを要するが， ζ乙では立ち入らない。

44)注 2)同じ。

45) r第五問題会参議院内閣・文部連合委員会会議録』第 1号(1949年5Jl 6日) 4ページ。
46) r戦後教育資料JlX-6所奴。同案は， IC，1， Eウェツフ。と(省内会議の結果を受け)文著書課長との紹
談の結果，文部省で作った案jと書き込みがある。作成時期は， Joseph C. Trainor Collection， Box 

431乙収められている二つの“Draftof the Establishment of the Ministry of Education"が， 1948 

年11月28及び向年11月88の日付を持つζとによる(乙の二つの法案の内容は向ーである。)。そして

本文の法案と乙の英文法案はどく一部を除いて 00条， 31条)同ーのものである。なお，中島太郎 f戦

後日本教育制度成立史j(1970，岩崎学術出版)では，向法案(と感、われる)を「文部省 CIE事務析衝

に基く文部省設選法案Jとして紹介し，その根拠は示されていないが作成時期を1948年11月としている

(336ページ)。
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47) r戦後教育資料JlX-6。乙の法案には.r前案に対しC. 1. Eで示してきた案Jとの書き込みがある。
48)もとより文部省設置法が，文部省の関与権綬の限定化のために何の成果も無かったと言おうとするので

はない。他でもない「指導助言j法理が，その法約関与形態の上での限定化を示していたし，またとり

わけ学習指導要領の作成権について，文部省のそれが「当分の跨Jの暫定的なものであり，かっ「但し，

教育委員会において，学習指導要領を作成する ζ とを妨げるものではない。J(問法鮒&iJ6)との注目す

べき規定も設けられた。

にもかかわらず，そζiζ文部省が何らかの形で関与しうる対象領域(作用範慰)の問題としては，そ

の限定化はまさに手付かずに終ったと言うべきである。その際も依然として問題なのは，学校教育法で

保持された広範な受権体制にある。との広範な受権体制は，教脊委員会法によっても (C1 Eがその変

更を提起してはし、たが。注 26)参照).そしてまた文部省設置法によっても，結局その改革を見送られ

たまま推移してしまったのである。そしてζの点lζ対する改革iζ着手すべき位置にあったのが，本文で

次iζ見る「最低主基準J法律構想(偲し CIEの立法政策との関連においてのそれ)だったのである。

49) r最低基準j立法の立案・形成過程の詳細はまだ十分に明らかにされていない。作成された諸法案の性
格分析を行なっているものとして，さしあたり次の諸論文を参照のζと。西本塁盗 rr学校慈準法案』の性
格とその制度形態の検討H北海道大学教育学部紀婆J36号(1980年3月)。内沢逮「教育条件整備基準立
法と財政援助システム(1)Jr鹿児島大学社会科学雑誌J4号(1981年9月)。小松部夫「教育課程の基準
と教育行政一一関連諸法案の検討を過して一一Jr教育諜稜行政 (8本教育行政学会年報4).10978年)
50) Monta L. Osborne，“Memorandum to Loomis and Trainor: Bill Concerning the Standard 

of Curricula and Organization of Schools" (9 January 1951). Joseph C. Trainor Col-

lection， Box 23. 

51)間前。

52)犯田野鐙・稲壕宏、彦編『教育課程・総論(戦後日本の教育改革6).10971，東大出版会)233-234ベー

ジより重引。

53) Loomis，“Status of Draft for Law for Minimum Standards"(9 June '50). Joseph C. Train-

or Collection， Box 23. 

54)ζの指絡が，とりわけ学校教育法の「監督庁J委任規定，それに基づく省令(学校教育法施行規則)を

問題としているととは明白であろう o そして占領期におけるCIEのー速の立法政策の流れを辿ってみ

ると，①学校教育法における， r監督庁J規定の挿入による過渡性の付与，にもかかわらず実質的には
広範な授権(集権)体制の存置，②教湾委員会法における.r霊長督庁j委任規定の全面的制徐提案(1948

年4月2日)とその譲歩(改革の見送り)，と推移して来て，③「最低選準J法構想によってようやく

本務的iζ，学校教育法の受権体制の克服が実現されようとしていた経過が了解される。

55) r戦後教育資料.1W-31所収。
56)との規定も含めて，問法案が有する問題点につき，立百本霊安，前掲論文， 125-133ページ。

57)ζの持期までに至るCIE侭jの動向については，鈴木英一「戦後改革における教育課程・教科書行政一

占領文著書にみるJr教科寄と教育(法学セミナー増刊総会特集).1(1981年)を参照のとと。
58)鈴木，前掲(注 9))論文， 112ページ。

59) r第五回国会衆議院内閣委員会・文部委員会連合饗査会議録.1 1号(1949年5月6臼) 2ページ。
60)長田新編『教育慕本法.1(1957，新評論)268ページ(宗像誠也執筆)及び宗像誠也綴『教育基本法(改

訂新版).1(1975.萩評論)287ページ(間前)。

61)国家行政組織法14条2項の「訟|令J及び「通途jは，行政法学上では通常，相]fが指揮監督関係に立つ，

上級行政機弱から下級行政機関への命令であるとされ，そのうち特に書面の形式をとるものが「通達J

と解されている(参照，山内一夫「訟|令と通達Jr行政法講座・第問巻J1965.有斐閣)。従って，閣
と地方の関係では，いわゆる機関委任事務(地方自治法150条)についてのみ，上記の意味での f通達J

が問題となるととになる。ととろで，すでに見た通り教育委員会においては，占領期lζ機総委任事務に

ついての文部大臣の一般的殿督権は規定されなかったから，たとえある事務が閣の事務とされたとして

も，それがただちに上記の如き国(文部大臣)の指揮権を生じさせ，それにもどづく f通達Jが問題と
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なる，という状況にはなかったのである。実定法上，文部行政において， ζのような指揮権にもとづく

「通達jが問題となるのは，偲別法律の根拠規定が存在する場合iζ限られる(例えば，教育職員免許法

19条)。以上が，行政法学上及び実定法上の f通達」の意味である。

ととろが現実には，団体事務を含めた広汎な事項についての，文部省から教育委員会への働きかけが，

極めて頻繁に「通達Jの名において行われてきた。 ζのような「通達jは，法律上は文部省設護法の

「指導J• r助言J行為としてのみ，是認しうるものであろうが，現実の「通途jの性格が，そのような
ものとして，しかく割り切る ζとができるかどうかは，疑問の残ると ζろである。との点に関連して，

例えば塩野宏氏は「中央管庁の地方公共団体K対する行政指導が，現夜においてもなおi混迷の形式によ

ってなされているとと…・も，行政官における法意識が併立的協力関係観に徹していないととを示すも

のといえよう。jと述べている。前掲，注17)の塩聖子論文ト斗， 21ページ0

62)前掲，会議録(注 59))10ページ。

63)前掲，会議録(注 45))6ページ。

64)相良惟-r月報創刊のとろJr教育委員会月報J200号(1967年7月)56ページ。
65)時前， 57ページ。 ζζで紹介されている事例は， rl日教育委員会法lζ，教育委員会に必姿な部課を置くと

いう ζとになっていたので，当方でいちおう考えられる教育委員会の部課組織を図示して，参考のため

と地方に送付したJというものである(地方側では「ζれを利用し予算要求の材料にまで使ったと ζろ

も少なくなかったjと震われる)。と ζろで， ζうした CIEの「大白玉JI乙顕著に示されているような，

文部省の様々の行政行為に関する， CIEからの制約性を打破するために，文部省(地方連絡課)が「窮

余の一策として考え付いたjものが，教育委員会月報の創設であった。そしてζの月報創設は fま乙と

によいアイディアであったんというのは， rそれで毎月あらかじめ原稿を一括してCIEIζ提出し，諒承
を得さえすればそれでよかったので，一々通ちょう原、案について諒承を求め，そのさい内容の修正を命

ぜられるような ζとは避ける乙とができたJ(同前， 57ベージ。傍点引用者)からである。 ζうして，今

今度は教育委員会月報が「文部省と教育委員会とを結びつけるチャンネlレJ(間前)としての機能を負わ

される ζととなる。

以上の事例から抽出されるべき留意点は，第一iζ，法の立案局面においてのみならず，法の実現，行

政執行の具体的局面においても， C 1 Eと文部省との相互関係が形づくる「占領j下の特殊条件，なか

んずく文部省が自己の可能な限りの裁量性を求めてとる「対応jの契機が等しく妥当する，という点。

第ニIC，文部省の意思を地方へ媒介する機能は，主義iζ通達といった法律的「権限J行為を介して実現さ

れるだけでなく，教育委員会月報のような，文部省の刊行物・著作物の頒布を介して，つまり「行政公

報jとしづ手段形態を介しても実現されるという点， ζの二点である。

小 結

以上，占領期の文部行政改革の特質を，国と地方の関係という視点から，とりわけ両者の関係

が形づくる統一された機構の性格に焦点、を合わせて検討してきた。そこではまず，当初の文部省

が描いていた機構改革構想の性格が抽出され(第l章2節)，次いで，それが主としてCIEの

改革構想との対立・抗争を含みながら，推移・変転していった経過が跡づけられた(第2章1節

・2節)。乙の経過を国と地方を通ずる文部行政機構の性格という点、から整理すれば，次のとと

くまとめられよう。

①， r宮税j秩序と周到な監督関係で結ぼれる機構(戦後直後の文部省内の一連の構想、から始ま
って，田中文椙期の]947年 1月15日法案において一つの頂点を形成するに変る構想が乙れに該

当する。)。

@， r自治j機関を前提としつつ，なおかつ一般的監督関係が設定される機構。一一<r宮制j
十監督>から<r自治j十監督>への移行一一(問中文相期後の文部省作成の諸法案。 1947年
6月20日法案までがζれに該当する。)
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@， fi法律』ζ)jlj段の定jがある場合を除いて， f指揮監督j関係が設定されない機構の成立。一一

<一般的監督関係>から<個別的監督関係>への移行一一(教育委員会法55条2事。 ζの移行

の最初の転換点は， 1947年12月288の文部省法案からである。)

乙のような国一地方関係の機構形式の上に，留の基本的関与形態を規定する原理として，

④， r指導勤言j法理の成立(文部省設農法)，が位置づく乙ととなる。
以上の改革構想、の推移・立法改革の帰結を辿る限りでは，それは文部行政機構が， f地方分権J

的，及び「非権力j的性格へと漸次進展していった過程として見る乙ともできる。しかしながら， ζ

れまでの検討から導かれる結論は，そのような評価が文字通りには成り立たない，という乙とで

ある。それは第一に，上記の過程の進行を規制づけた契機，すなわち「占領j改革という特殊な

条件を考慮する必要性と，その過程で示した文部省の対応の性格がもっ問題性である。第二は，

第一の点と密接に関連しながら，数次の改革にちかかわらず依然として手つかずのまま趨存され

てしまった「改革jの臨界伎にある。

第一の点について言えば，①から④に示した各段階での重要な機構原理の転換は，ほとんど全

てCIEの立法政策に慕き，その関与を契機としてもたされた。そして，新しい改革原理の受容

に至る過程での，文部省が示した対応の性格は，きわめて強い守旧性を帯びたものであった。そ

乙では，制定された法の規範線理が有する改革性と，それを担う執行権力としての文部省の姓格

が，必らずしも顕応したものとならず，むしろ後者による稿者の規制・変費が方向づけられる ζ

ととなる。

上記の過程で①の段階は， C 1 Eの関与が本格化してくる以前の文部省の構鵡を示している。

その意味でそれは，文部省独自の政策意思を最も鮮明に表わすものであり，文部省の機構改革構

想、のいわば原型をなすものと言ってよし」そこで金臨されていた ζとは，内務(一般)行政機構

からの文部行政機構の「独立」化，すなわち，文部省に独自の，かつ留から地方までの一貫した

fタテワリ j統制機構の構築，ということであった。そして機構の「タテワリJ化という点に関

する限り，乙の課題はまぎれもなく達成されたと言いうる(教育委員会の創設)。文部省は， ζの

教育委員会制度の成立によって，それ自体が自らの行政対象であると碍時に，その手段でもある

ような，文部行政に独自の媒介機構を自らの屈有の行政基盤として獲得しえたのである。

もとより，文部省が当初に構想していたような，強閤な統制的・権力的機構は，教育委員会法

へと収数してし、く①から@への過程で大きな変容を被る乙とになる。「宮制jの廃止(@)，一般的

監督権の取り止め(@)等は，乙の過程での極めて重要な意味をもっ変化であった。にもかかわ

らず，乙の変化は，文部行政機構の「タテワリj性という点から見れば，その消滅化ではなし

あくまでその形態変化の過程であったと言うことができる。乙の過程が，とりわけ文部行政機構

の骨格を決める立法(教育委員会法，文部省設置法。いわゆる組織法〉を中心として進行したた

めに，それはまさに「地方分権J的な機構への形態変化の過程として現象するわけである。

ζの点の評価にかかわって，先の第二の問題が生じてくる。結論的に言えば，上記のような組

織法上の「地方分権j的姿態にもかかわらず，実質上，文部省による国家関与の範圏の包括性は，

結局最後まで限定化されずに温存されたのである。それは，まず，学校教育法iζ端を発する広範

な (f監督庁J)委任体制の問題である。乙の文部大垣へのE広範な受権体制は，教育委員会法によ

っても，また占領末期まで続げられるCIEによる基準立法制定の試みによっても，その改革が

金額されたにもかかわらず，結局手つかずのまま見送られてしまったので、ある。また文部省設置

法は， ~宮家関与の形態を，法律「基準j の立案及び f指導助言J という形で制約する方向を打ち
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出したものの，文部省が仰らかの形で関与しうる対象領域の包話性を，それとしては限定化し得

ずに終ったのである。そして，組織法上の分権的姿態と文部省の関与領域の包抱性とを，現実の

行政執行の過程で媒介しているものが.r指導助言jと呼ばれる「非権力j的な行政手段にほか
ならない。規範原理上あくまで f非権力j的であるはずの乙の行政手段が，第一の問題点とも連

動して，事実上，地方の行政運営を昔話約していく危険性については，すでに文部省設霞法制定の

過程でつとに指摘されていたと乙ろであった。

戦後の文部行政改革が生み落したものは，以上の通りであった。そこでは.r分権J(教育委員
会制度)と「非権力J的行政手段によってなおかつ，その国家的制御が可能となっている。そし

てζの文部行政の特質を支える機構として，他の各省と比べてより一貫して一元的な fタテワリJ

行政機構が照応しているのである。

f占領J改革の過程で形成された以上の機構を前提とし，またそれを起点として，その後の文

部行政は展開されていくのである。その場合に，占領の終結.r独立jを癌期とする講和期以降
において，文部行政が，機構のレベルとしてもどのような展開通躍を辿るのかは一つの重要な問

題である。例えば.r占領J改革の一特徴をなしていた，法の規範原理がもっ性格とそれを担う
執行権力の性格との講離状態が，後者の論理による前者の再編という形でどのように解消されて

いくのか(乙の問題は，占領期に潜在化していた文部省の性格が，講和以降，どのようにして顕

在化していくのか，と言し、かえてもよい)。さらにまた，他の各省と嘗長部局とが形成する中央

一地方関係ド多対一、)に比して，より一貫した「タテワリJ性(‘一対-.)をもって出発した

文部行政が，同じく講和以緯，乙の‘一対一、の「タテワリJ機構をどのように再編し，発展さ

せていくのか。乙れらの問題は，本号以後の次の検討課題lζ属する。

「付記J 本稿で使用した辻回カ文書.Trainor Collectionの閲覧につき，鴎立教育研究所教育史料調査護

〈室長，佐藤秀夫氏)のおt昔話になった。記してお礼申し上げる次第である。

79 


